
• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月１２日 

 

厚 生 委 員 会



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １  

 

午前９時５８分開会 

○白石正輝副委員長 おはようございます。定刻少

し前ですけれども、出席予定者のメンバーが皆さ

んお越しですので、ただいまより厚生委員会を開

催いたします。 

  今日の招集に当たっては、委員長が不在ですの

で、副委員長の年長ということで、私の名前で呼

び掛けさせていただいたことを御了承ください。 

  ただいま委員長が欠員となっておりますので、

委員長の互選を行います。 

  この際、委員長互選の件を議題といたします。

委員長の選任方法についてお諮りいたします。い

かが取り計らいますか。 

［「白石委員を委員長に」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝副委員長 私を推薦いただく声がありま

した。 

  お諮りいたします。 

  委員長に私を選任することにご異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝副委員長 異議ないと認め、さよう決定

いたしました。 

○白石正輝委員長 委員長就任に当たりまして、私

より、一言申し上げます。 

  ただいま長沢前委員長の後任ということで、委

員長に御選任をいただきまして、本当にありがと

うございます。 

  足立区議会は、今２人欠員になってるのですが、

２人ともこの厚生委員会なのですね。ということ

で、今後は、これからは、副委員長とよく相談し

ながら、足立区の福祉と医療の向上、充実のため

に努力させていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

  次に、私の委員長就任に伴い、副委員長が欠員

となりましたので、これより副委員長の互選を行

います。 

  この際、副委員長互選の件を議題といたします。 

  副委員長の選任方法についていかが取り計らい

ますか。 

［「委員長一任」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 委員長一任との声がありますの

で、選任方法は指名推選によることとし、私から

御指名申し上げます。 

  副委員長に岡田委員を選任することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 御異議ないと認め、さよう決定

いたしました。 

  岡田副委員長より就任の挨拶があります。 

○岡田将和副委員長 長沢興祐改め岡田将和です。

よろしくお願いします。 

 

           ◇            

 

○白石正輝委員長 引き続き、会議を進行いたしま

す。 

  記録署名員２名を私より御指名申し上げます。 

  岡田委員、おぐら委員、お願いいたします。 

 

           ◇            

 

○白石正輝委員長 次に、議案の審査に移ります。 

  初めに、（１）第１９号議案を単独議題といた

します。 

  また、報告事項（７）が、本議案と関連してお

りますので、併せて執行機関より説明をお願いい

たします。 

○高齢者施策推進室長 福祉部の議案説明資料２ペ

ージを御覧ください。 

  足立区認知症とともにいつまでもこのまちで条

例になります。条例を制定するために今回上程さ

せていただきました。 

  令和６年１月１日施行の認知症基本法を踏まえ、

区の理念の共有や認知症施策の総合的かつ計画的
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な推進、共生社会の実現のために、今回条例を制

定したいと考えております。 

  条例につきましては、基本理念、区の責務、区

民の役割、事業者の役割ということで示させてい

ただいておりまして、令和８年４月１日の施行を

予定しております。 

  具体的な方策を進めるに当たりましては、認知

症施策推進計画を策定して進めていく予定であり

ますが、こちらは、令和８年度中に策定予定の高

齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画と

併せて策定をする予定で今、進めております。 

  条文につきましては、別紙１ということで、３

ページ、４ページに記載がございます。 

  あわせて、福祉部の報告資料１６ページを御覧

ください。 

  この条例の理念に合わせまして、徘回の表現を

見直していきたいというふうに考えております。 

  項番１、見直し案ですが、徘回高齢者と今まで

使っていた表現をひとり歩き高齢者といたします。 

  こちらですが、日本看護協会の認定看護師、認

知症を主に看護する方々の育成講義の中で、もう

既に徘回高齢者という言葉は使わず、ひとり歩き

高齢者の表現を用いているということを確認いた

しましたので、それを参考に、ひとり歩き高齢者

と足立区では、呼んでいきたいというふうに考え

ております。 

  今、庁内でも、徘回高齢者という言葉を使って

いないか確認をしておりまして、令和８年４月１

日から、ひとり歩き高齢者という表現で進めてま

いりたいと考えております。 

  報告は以上です。 

○白石正輝委員長 ありがとうございます。 

  何か質疑はありますか。 

○佐々木まさひこ委員 それでは、私から２点ほど

質問させていただきます。 

  この足立区認知症とともにいつまでもこのまち

でという名称には、認知症の人の意思が本当に尊

重されて、できる限り住み慣れたこの足立、認知

症の方が本当に住みよい環境にしていって、認知

症の方が住み続けることができる、そういう足立

区を目指していくんだという強い決意が込められ

ていると思うんですが、そこらあたりのところを

お伺いをいたします。 

○高齢者施策推進室長 今、佐々木委員がお話しし

てくださったとおりのことが私たち考えていると

ころです。 

  認知症の方が安心して、このまちで暮らしてい

っていただける、漢字では書いておりませんが、

共生社会というものを目指しているものになって

おります。 

○佐々木まさひこ委員 今後、この条例を基に認知

症施策推進計画を策定していくということでござ

いますけれども、特に認知症の早期発見、早期治

療、早期介入、それから、ＢＰＳＤ（行動・心理

症状）など、非常に御家族が悩まれるケースも多

いということも聞いておりますので、そういった

ことへの対応、それから、認知症の方が住みよい

足立区を目指すという意味では、様々な方々への

認知症に対する理解と啓発、特に子どもさんたち

へもしっかり進めていただきたいなというふうに

思うのですが、そういった計画を具体策を進めて

いっていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○高齢者施策推進室長 今、お話しいただきました

理解というところでは、正しい認知症のことを理

解していく、理解を深めていくということは、非

常にお子さんの心から重要なことだと考えており

ます。 

  今、お話しいただいたような、御提案いただい

たようなことをしっかり計画の中で制定していき

たいというふうに考えております。 

○山中ちえ子委員 この条例の制定について、ちょ

っと質問をいたします。 

  これができる経緯も、この間、お話も聞いてい
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て本当によかったなと思っていて、かなり相談の

内容でも、徘回による御家族の不安だったり、あ、

ひとり歩き高齢者という名称に変えるということ

ですが、ひとり歩き高齢者、それもちょっと後で

触れますけれども、徘回、要するに、何も分から

なくなっていくという中、認知症の心身機能障が

いの一つである左右や東西南北などの方向感覚が

失われるということで、大変さがあるということ

で、高速道路まで自転車で行っちゃったりだとか、

やっぱり電車の地下鉄の危ないところまで行かれ

て、大きな、命を失う事故を起こした方もいらっ

しゃるし、そういうことで、悩んでいるというか、

日常生活の中で、御家族やそういった困難をお持

ちの御本人が大変な思いをしていたので、本当に

今回よかったなと思ってるのですけれども、これ

が、是非、この後に推進計画をつくるということ

ですけれども、そこで生かしていっていただきた

いなということも一つあって、これによって、認

知症の方の介護保険サービス、これが受けられる

ようにと、今、本来受けられるべきグループホー

ムにどれぐらいの人たちが入れているのかなとか、

軽減措置がされなくなっている状況ですから、軽

減措置がしっかり対象になるとか、そういったと

ころが、やはりその御家族や、御本人はあれでし

ょうけれども、御家族からいろいろな足立区に寄

せられる意見や要望なんていうのも、これに反映

していったのだと思うんですけれども、その辺の

経緯を教えてください。 

○高齢者施策推進室長 条例を策定するに当たりま

しては、今、山中委員お話しいただいたように、

認知症の方、それからその御家族からも御意見は

いただきました。 

  認知症の方からは、やりたいことがやれない、

例えば、買物に行きたくても、家族から止められ

てしまう。それは、山中委員が先ほどお話しいた

だいた方向感覚が失われているというようなこと

で、多分、御家族のすごく心配な思いが前面に出

てしまっているかと思うのですけれども、ただ、

認知症の御当人からすると、やりたいことがやれ

ないというようなお話を多くいただきました。 

  そういったことをこの条例の中にも示しました

し、今後、計画をつくっていく上でも、再度また

認知症の方、その御家族からも、意見を多く聞き

取った上で計画を策定していく予定ですので、計

画の中にも、具体的な施策については示してまい

りたいと考えております。 

○山中ちえ子委員 確かにそのとおりで、やっぱり

リスクと安全性といったところをしっかり担保し

ていこうとすることと、それから、疾患上、効果

があると言われている、自分のやりたいだったり

が保障される支援というのは、天秤になってしま

うわけですので、大変難しいところだと思うので、

この条例が、その難しさを解決していくものにな

っていってほしいなというふうに思うのですけれ

ども、是非それと同時に、認知症カフェなんかで

来た方なんかに話を聞いてくださったりして、そ

れでつくってるというふうに聞いたのですけれど

も、そういった困難さが、今、福祉まるごと相談

課の方に多分寄せられる中でも、こういったこと

が複雑化して、大変な御家族の相談も受けてると

思うのですよね。なので、それが本当に反映され

るようにということと災害時に認知症の方が困ら

ないような避難の在り方とか、支援の在り方とか、

そういうところにもしっかりと行き届く今後の具

体な推進計画にしていってほしいなと思いますけ

れども、その辺はどうでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 関係各課とも連携を取りな

がら、計画は策定してまいりたいと考えておりま

す。 

○山中ちえ子委員 お願いします。この間も、この

間というか、もうすぐ先日、昨日なのですけれど

も、相談があって、認知症の患者さんをめぐるや

っぱり困難事例が、実態として、なるほどこうい

う大変さがあるのだなと分かったケースがあって、
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ざっくりと紹介します、独居のお母様を見る独り

暮らしで別居している息子さんが面倒を見てるケ

ースで、お母様は独りで歩いていってしまう。ひ

とり歩き高齢者、いわゆる徘回で、大変な思いを

していて、本当に毎日のように警察に保護されて

しまうということを繰り返していたと。それで、

息子さんは、その度に、もちろん日中は働いてい

るので、お迎えに行くのが常態化していて、しか

し、そのうち仕事も激務で迎えに行くタイミング

が遅くなってしまったと。ある日、施設に保護し

ているという区からの連絡を受け取ったそうなの

ですね。それまでは警察に迎えに行ったりしてた

のですけれども、それがなぜか区から連絡をその

ときは受けたらしくて、なぜかというと、鍵をそ

のときは持ってなかった。だから、保護者という

か御家族が迎えに行く前におうちに送って差し上

げるときもあったそうなのですよ。でも、鍵がな

かったということで区が保護してくれてたと。区

から連絡を受けて、駆けつけたらしいのですけれ

ども、そういった中で、一時的に措置ということ

になって、老人保健施設かな、入らせてくれてい

たらしいんですけれども、そのときの担当者との

コミュニケーションが全然されてなくて、そのと

きの施設利用料金はどうなるのかとか、その辺が

全然対話がなかったらしいんですね。区の職員も

お忙しかったのか、そういった対応でずっと行っ

てしまって、ある日、面会に行こうとしたら、面

会も止められたと。要するにネグレクトの想定を

されたのか、ちょっと分からないのですけれども、

面会ができなくなっちゃったということもあった

らしいのですよ。 

  だから、こういうやっぱり一つ一つの足元の個

別例で困難さを抱えてる人がこぼれ落ちるような

ことも、忙しさの中でありかねないと。こういう

ところにもちゃんと届くようなことが、理想がか

なえられるような条例、それから、条例を基にし

た推進計画にしていっていただきたいなと思いま

すが、この辺はどういうふうに考えてますか。 

○高齢者施策推進室長 これまでも、様々、認知症

に関する施策等も進めてまいりましたけれども、

今回条例制定、それから令和８年度計画を策定す

るに当たっても、もう一度これまでの施策等も見

直し、それをしっかりと計画に位置づけ、認知症

施策、推進してまいりたいと考えております。 

○山中ちえ子委員 最後にします。 

  これ、私、ずっと言ってるのですけれども、ケ

アマネジャーやサービス担当者とそれから御家族

とあと足立区が、やっぱりちゃんと連携していけ

る体制を重視していただきたいなと。一人一人の

利用者さんの担当者会議がうまくいっていたら、

こういうことはどんどんなくなっていくと思うの

ですね。だから、サービス担当者会議が安心して

できるようになることが、御家族の困難さに寄り

添えるきめ細かい相談対応もできるようになると。

そこに区も理想的な介入ができるということにな

っていくと思いますので、介護保険サービスとの

連携といったところで、課題のあるサービス担当

者会議が、しっかり安心して、担う側も受け入れ

る側も、とりわけ、ひとり歩き高齢者、いわゆる

徘回の方の困難に寄り添えるようにしていってい

ただきたいと、それもちょっと重視してお願いし

たいんですけれども、どうでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 今回の条例制定、それから、

徘回の表現の見直し、こういったことも介護事業

者連絡会、またケアマネジャーの方々にもしっか

りと周知をして、理解をしていただいた上で、区

と一緒に取り組んで、今後も進めていけるよう、

実施してまいりたいと考えております。 

○髙橋まゆみ委員 私も、もう少しだけ。この認知

症の徘回高齢者をひとり歩き高齢者という名前の

変更というのもすごく優しい感じがしていいので

すけれども、本当に寄り添った形にしていかなき

ゃいけないのではないかなと思うのです。この高

齢者のひとり歩きというのが、ちょっと調べると、
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大体、歩き始めて５ｋｍ圏内に徘回してしまうと、

ひとり歩きしてしまうということなのですけれど

も、乗り物とかに乗れちゃう、認知症でも、ずっ

と認知症なわけではなくて、つながったりする部

分がやっぱりあるのですけれども、そういった方

というのは、乗り物にも乗ってしまって、５０ｋ

ｍ、１００ｋｍという形で、遠くまで行ってしま

うという懸念があります。 

  レクチャーのときも言ったのですけれども、私、

前に、松戸市に住んだことがあって、年中、この

ような服装の方がいなくなってしまいましたと、

皆さんで見守ってくださいみたいな放送が流れる

のです。そうすると、しばらくすると、１日だっ

たり２日だったりするときもあるのですけれども、

大体何時間単位で見つかりましたという放送がま

た流れるのですよ。そういうことによって、この

何ｋｍ先まで行ってしまうというのも防げる。そ

うすると、やっぱり本当の意味で、認知症ととも

にいつまでもこのまちでというようなものにぴっ

たり当てはまると思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

○高齢者施策推進室長 放送を流すということかな

というふうに、御質問の趣旨を捉えましたけれど

も、足立区では、今、放送はしていませんけれど

も、社会福祉協議会、それから地域包括支援セン

ター含めてネットワークができておりまして、ど

なたかが見当たらなくなったということですと、

そのネットワーク網で探すような仕組みになって

います。 

  推計では、足立区の中で、２万人認知症の方が

いるということなので、もし放送とかとなると、

もう頻繁に放送にもなってしまうかなと思うので、

ちょっと放送ということはせずに、今、有効に活

用できているそのネットワークをこれからも活用

して、認知症の方が早く見つかるような形、それ

を進めていきたいというふうに考えております。 

○髙橋まゆみ委員 そういった看護とかされてる方

というのは、もう本当に、少しの間も、もう１分

たりとも目を離すと出ていってしまうということ

もあるので、いろいろな意味で、そういうネット

ワークがつながっていければいいなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○白石正輝委員長 他に質疑ございますか。 

○おぐら修平委員 お願いします。今回この条例案

の中で、特に区の責務の部分、事業者の役割、区

民の役割でしたっけ、それぞれいろいろ努力義務

的なもの、またこの具体的なこと、やらなければ

いけないといったことを示しておりますけれども、

既にいろいろなこの施策の中でも実施しているも

のもあれば、これからちょっと具体的に施策に落

とし込んでいくものもあると思うのですけれども、

改めて整理で、既にできてるものはちょっと置い

て、既に計画で示されているものはちょっと一旦

置いて、これから具体的なこの計画をつくり込ん

でいく部分について教えていただいてよろしいで

しょうか。 

○高齢者施策推進室長 具体的な検討はこれからに

なりますので、整理は本当にこれからになるので

すけれども、区民の方々が、積極的に認知症を支

えていただくような、そういった部分をもう少し

手厚くこれからやっていきたいなというふうには

考えております。 

○おぐら修平委員 正にそこの部分を触れたかった

のです。なかなか区民相談の中でも、私の実家の

方の親族とか見てても、まずその認知症になった

段階で、包括だったりとか、相談窓口だったり、

デイサービスとかにつながらない、御本人がやっ

ぱりかたくなに拒否される。家族もどう対応して

いいか分からない、どんどんどんどん認知症が進

んでいく、そこからこのひとり歩きだったり、例

えばよくあるのなんかだと、家事される方なんか

だと、火を付けっ放しにしてそのままもう鍋焦げ

てて、火事の一歩手前だったりだとか、本当に御

家族も、そういった対応で疲弊してしまうという
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場面を数多く目の当たりにしていきました。 

  そんな中で、区民の皆さん、特に御本人もそう

ですけれども、御家族の皆さんがどういうふうに

こういった場面に対して対応していったらいいの

か。結構、意外と包括に相談するということを知

らない方もいらっしゃったりということも、実際

ありましたので、そういった部分の周知啓発と言

えばいいのですか、区民の皆さんに向けて、認知

症のこういう症状、こういう状態、こういうとき

にはここに相談してください、御家族の方はこう

いうふうにサポートしていきましょう、一緒に見

守るというか寄り添っていきましょうみたいなこ

とをより一層この啓発強化できればなということ

をちょっと触れさせていただきたかった次第でご

ざいます。 

  この点について、今後の方向性というか、具体

的なそういったこの取組についてよろしいでしょ

うか。 

○高齢者施策推進室長 啓発の部分は非常に大事だ

と考えております。 

  条例も、制定になりましたら、令和８年度は、

年間を通じて、イベントやあとパネルの展示、そ

ういったものを活用しまして、区民の方々に啓発

していきたいというふうには考えております。 

  包括が認知症のことも相談できるということを

まだよく御存じないという御意見もいただきまし

たけれども、そこは正に私たちも考えておりまし

て、特に若年性の認知症の方の相談も包括ででき

るということもまだまだ知られてませんので、そ

の部分については、周知を徹底してまいりたいと

考えております。 

○おぐら修平委員 そうですよね、今回のこの条例

案の中に出てますけれども、認知症に関する知識

や関心を持ち、その理解を深めるよう努めるもの

とすると、正に本当にそこに尽きると思いますし、

あといろいろな自治体がいろいろ工夫してされて

いるよい例もあると思いますので、お互いにそう

ですけれども、そういったこのよその自治体でや

っているよい例をうまく調査研究しながら、こち

らもそういうところもうまくまねて、啓発部分に

努められればと思いますので、今後の具体的施策

については、そういったことでも意識しながらよ

ろしくお願いいたします。要望で結構です。 

○白石正輝委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの御意見をお願いいたします。 

○岡田将和委員 予算特別委員会でも申し上げまし

た予防という観点も大事だと思いますということ

も伝えまして、すこやかプラザあだちの方に聞こ

えのチェックの機器も前向きに検討してくださる

ということです。掲げてる理念はすばらしいと思

いますが、これから中身についてもしっかり精査

しながらいきたいと思っておりますので、賛成で

お願いします。 

○佐々木まさひこ委員 賛成です。 

○山中ちえ子委員 この議論を聞いていても、やは

り正に専門の認知症専門看護師の役割だったり、

看護師のケアプランにどうやって具体に家族と連

携して対策していけるかといったところも重視し

てやっていきたい、そのためには、この条例がと

ても力を発揮するということでいえば、是非是非、

この条例を賛成していきたいと思います。条例案

を。 

○おぐら修平委員 賛成です。可決でお願いします。 

○髙橋まゆみ委員 これからも高齢者がどんどん増

えてくるということで、この足立区だったら安心

して、皆さんで、高齢者、そして子どもたちも見

守っていけるというふうに周知をさせていきたい

と思いますので、賛成でお願いします。 

○白石正輝委員長 これより採決をいたします。 

  本議案については、可決すべきものと決定する

ことに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○白石正輝委員長 御異議なしと認め、さよう決定

いたしました。 

  次に、第２０号議案を単独議題といたします。 

  また、報告事項（８）が本議案と関連しており

ますので、併せて執行機関より説明を求めます。 

○高齢者施策推進室長 第２０号議案、５ページを

御覧ください。 

  足立介護保険条例の一部を改正する条例になり

ます。 

  令和７年１２月１７日に、介護保険法施行令の

一部が改正されました。それに伴いまして、令和

８年度の介護保険料の算定に関する特例を規定す

るために、今回条例の一部を改正するものになり

ます。 

  改正の内容ですが、令和７年度税制改正におい

て、給与所得控除の最低保障額が現行から１０万

円引き上げられました。これに伴って、区民の方

の税負担は軽減される方がおります。ただし、令

和８年度の介護保険料については、介護保険法施

行例の改正に伴いまして、税制改正前の基準によ

り保険料を算定することとなるため、税制改正に

よる保険料の変更は生じないというものになりま

す。一部特例減免による保険料の軽減もございま

すが、内容につきましては、報告資料で御説明を

したいと思います。 

  この条例ですけれども、施行は令和８年４月１

日を予定しております。 

  報告資料１７ページを御覧ください。 

  今回御報告する算定基準の変更につきましては、

２点ございます。 

  まず１点目は、先ほどの条例改正に伴うもので

ございまして、令和８年度介護保険料につきまし

ては、税制改正前の基準によって算定するという

こと。 

  それから、（２）としまして、こちらは、老齢

基礎年金額の令和７年中の満額の金額が増額され

たことによって、基準を変更するというものにな

ります。 

  まず、一つ目の税制改正絡みの変更の詳細です

が、項番２の（１）を御覧ください。 

  給与所得控除につきましては、最低保障額が現

行の金額から１０万円引き上げられました。具体

的には５５万円から６５万円に引き上げられたと

いうものになります。この影響がある方というの

が、特定の給与収入金額が５５万１，０００円以

上１９０万円未満の方になります。 

  １８ページを御覧ください。 

  保険料の算定の概要ということで、算定のイメ

ージ図を御紹介させていただいております。 

  こちら単身世帯で、前年収入が給与収入１８４

万円の方ですけれども、今回の税制改正によりま

して、改正後を見ますと、給与収入１８４万円で、

給与所得控除は６５万円、１０万円引き上げられ

た６５万になりますので、それでやりますと、保

険料第６段階、９万２，４００円になります。た

だ、介護保険料、令和８年度につきましては、税

制改正前の基準でということになりますので、御

覧いただくとおり、この方の場合は、第７段階の

年額で１０万５，３６０円になる、保険料につい

ては変更はしないというものになります。 

  ただし、特例でということで、その下の囲みの

中ですけれども、減免の要件がございまして、令

和８年度の保険料が、住民税非課税となった方で、

減免の要件に記載がありますように、令和７年度

も住民税非課税で、令和８年度も税制改正後で計

算しますと住民税非課税、そして、令和７年中の

給与収入が５５万１，０００円から１９０万未満

の方、そして、四つ目の条件として、令和７年中

の合計所得金額が非課税基準から最大１０万円の

範囲のもの、この方々、今、大体約２，９００人

いらっしゃるというふうに見込んでおりますけれ

ども、この方々は、令和８年度については非課税

扱い、非課税の保険料段階まで減免するというも

のになります。 
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  該当の方につきましては、申請は不要というふ

うにさせていただきます。 

  続いて、１９ページの（２）でございます。 

  こちらは、老齢基礎年金額の令和７年中の金額、

満額が引き上げられたということでの変更になり

ます。 

  令和７年につきましては満額、これまでの８０

万９，０００円から８２万６，４６４円になりま

したので、保険料の基準の所得金額を新しく変わ

りました令和７年の金額８２万６，５００円に引

き上げるものになります。こうすることで、老齢

基礎年金収入のみの方の保険料の段階は変わらな

いとなります。 

  あわせて、２０ページに記載がありますが、高

額介護予防のサービス費負担限度額認定の基準所

得金額の変更、こちらも、令和７年の満額の基準

に合わせるものになります。 

  こちらなのですが、令和７年の介護保険料の決

定の通知に、この介護保険の今回、変わった内容

の部分につきましては、チラシを入れて、区民の

皆様には周知をする予定でおります。ただ、分か

りにくいというところが多分に想定されますので、

問合せ等につきましては、丁寧に対応してまいり

たいと考えております。 

  御審議よろしくお願いいたします。 

○白石正輝委員長 ありがとうございます。 

  何か質疑ございますか。 

○佐々木まさひこ委員 この議案でございますけれ

ども、介護保険法施行令の改正に伴うということ

でございますが、第９期の介護保険計画は令和８

年度まででございますので、税制が変更となって

も、税制改正前の基準で保険料を算定しないと、

第９期で見込んでいた全体の保険料が不足をする、

ショートするということに伴って、介護保険法施

行令が改正されてるということなのですが、仮に

新税制で保険料を算定すると、どの程度不足して

しまうということになるのでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 国の算定では、約１％程度

の保険料の収入の影響があるというふうに示され

ておりますので、それで見ますと、足立区におい

ては１億３，０００万円の収入の減になるのでは

ないかと想定されます。 

○佐々木まさひこ委員 何とか区の努力で吸収でき

ないものかなとは思いますけれども、介護保険法

施行令が改正になってますので、その基準に従っ

てやっていくしかないわけでございますが、非常

に分かりづらい。特に、令和８年度に住民税非課

税になった方、非課税とみなされる方、これはも

う変わるだろうというふうに、もしかしたら思わ

れる方も多いのではないかなというふうに思うの

です。基本的には、介護保険料は変更になりませ

んから、減ってはいないというふうに思われる方

が出てきてもおかしくはないかなというふうに思

うのですが、そういった方々についての丁寧な説

明、先ほどおっしゃいましたけれども、個別にや

るのか、何かそういうお知らせをするのか、そう

いったことの何か対応というのはどのような形に

なるんでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 ７月、介護保険料の決定通

知とともに、同封してお手紙、介護保険だよりの

中でお示しする予定ではございます。 

  お問合せは本当に多く来るかと思いますので、

お問合せに対しては、個別に丁寧に対応してまい

りたいと考えております。 

○佐々木まさひこ委員 特に課税、非課税のあたり

が、多分一番御不満に思われるところだろうとい

うふうに思いますので、御説明の文章も丁寧に分

かりやすく、これも私理解するまで大分時間が掛

かりました。昨日御説明に来ていただいて、よう

やく分かったわけでございますけれども、なるべ

く区民の方に丁寧に説明をしていただくようにお

願い、要望いたします。 

○山中ちえ子委員 これはとてもひどい、政令に基

づいてというわけなのでしょうけれども、やはり
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これは負担軽減になる税制改正にもかかわらず、

令和８年についてはやらないというものです。 

  お聞きしますが、こういった税制に伴っての保

険料負担も軽減するというようなものであって、

増えるものではないわけですよね。では、今回は

負担軽減になるかもしれない、そういった税制改

正だということでしたが、それをやらないという

一部条例改正ですけれども、これが例えば、増え

るといったときも、こういう政令が出たことは、

これまでにあるのですか。税制改正に伴って、政

令が出たケースで、負担軽減のときしか出ないの

ですか。それとも負担が増えるときに政令が出た

ことというのはあったのですか。 

○高齢者施策推進室長 ちょっと申し訳ありません。

過去の税制改正で負担が上がったときがあったか

というのが、すぐ回答できませんので、後ほどお

調べして、御説明に上がりたいと考えております。 

○山中ちえ子委員 そのときに、その政令によって、

計画期の途中であっても、それに応じたと。そこ

の足りない部分を区が補塡して収めたとか、そう

いったところまで教えていただきたいなと思いま

す。 

  今回本当に冷たい政令だなと思うのですけれど

も、先ほどおっしゃいました１％程度での影響と

いう１億３，０００万円というものですけれども、

どうにか区の補塡で、この負担軽減といったこと

をやれないものかと。どの自治体も同じように政

令に従っているということなのだとは思うのです

けれども、本当にそうなのですかね。 

○高齢者施策推進室長 介護保険法の施行令に沿っ

てのものですので、全国一律で今回これは公布さ

れておりますので、どの自治体も行っているもの

と思います。 

  ただ、先ほど、１８ページ、特例の減免という

ところでお示ししましたが、令和７年度も非課税

で、令和８年度も非課税で、あと条件二つそろえ

ば、その方は非課税の扱いになるということ、こ

の特例減免につきましては、国の方からは、各自

治体の判断で努力義務、することができるという

ふうになっておりますが、足立区としては、この

部分については実施をするというふうに決めてお

ります。 

  国の方からも、今回、この第９期の介護保険計

画における一時的な保険診療収入、それがあると、

令和８年度の介護保険制度が成り立たなくなると

いうことで、あくまでも、令和８年度の保険料の

算定のみに限り今回適用するというふうに国から

も示されておりますので、その点につきましては、

御理解いただければと思います。 

○山中ちえ子委員 であるなら、１０期の時期から、

来年度からは、この税制改正が反映された形で負

担軽減の計算がされるということでよろしいです

か。 

○高齢者施策推進室長 今回改正された税制改正の

内容が、そのまま引き続き行われるということで

あれば、それに合わせた形で、今度、介護保険料

の算定の部分は、計算というか示していくものと

いうことになりますけれども、それは令和８年度

中に、今度第１０期の計画を考えてまいりますの

で、その中で示していくことになると考えており

ます。 

○山中ちえ子委員 それは本当によかったのですけ

れども、先ほど言ったように、特例減免というの

は、非課税といったところに絡んでのもので、ほ

とんどの若い人たちの第２号被保険者ですよね、

この方々は何も恩恵がないわけですよ、特例減免

の。だから、そういった方々が、本当に世代間分

断にもなりかねない問題で、やっぱり、そこは、

こういった手当があるよとか、せっかく、扶養控

除の額が上がって、働ける人たちが増えてきてい

るわけで、一生懸命それだって働きたくて働いて

いる方もいると思うけれども、やっぱり子どもた

ちを育てるために、一生懸命夫婦で働いて、そし

て、税制改正によって、働ける部分、税控除の部
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分が広がって恩恵を受けたわけではありますけれ

ども、でもやっぱり、だからといって、その第２

号被保険者である若い保険料を納める方々に、本

来なら恩恵が行くところを行かないといったとこ

ろでは、ちゃんと何かしら手当てをするとか、こ

ういうふうな、足立区に住めばこういうときには

こうやって助けるよというようなことだったりと

かがあればいいのではないのかなと思いますけれ

ども、その辺はどうでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 今回の税制改正の中で、介

護保険料に影響があるところの方々というのが、

この５５万１，０００円から１９０万円未満の方

の部分のところだったということではあるところ

は御理解いただければと思います。 

  そのほかの２号保険者の方ですとか、そういっ

た方々には、介護保険制度について、まだ十分周

知されていないというような御意見かと思います

ので、その部分については、しっかりと周知は今

後もしていきたいと考えております。 

○福祉部長 若干補足させていただきます。 

  今回のこの件については、介護保険の枠組みの

中でのお話になります。ですので、お気持ちは十

分に理解するところはございますが、介護保険法

の施行規則に沿って対応を取らせていただきたい

というふうに思います。 

  ただ山中委員、先ほど御発言された課税世帯の

若い方々への支援みたいなところ、それは、サー

ビス全体、区の事業サービス全体で恐らく考えな

きゃいけないものだと思います。今回の１万円の

給付もそうですけれども、幅広く御支援差し上げ

られるところについては、考えなきゃいけないと

は思いますし、福祉サービス以外のところで何か

あるのかというところは、全体的なサービスの向

上みたいなところで対応をさせていただきたいと

いうふうには思いますが、区の今後の施策の中で

検討させていただきたいと思います。 

○髙橋まゆみ委員 私も、山中議員の発言で、やっ

ぱり私も同意するのです。なぜなら、昨日、今日

で、ガソリンがすごく上がりました。夕べなんで、

たった２０円、大谷田でいえば、立橋を越す、越

さないで、１５４円だったものが、立橋を越すと

１８１円になってました。もう１５４円といった

だけでもすごい行列ができるぐらい、皆さんやっ

ぱり１０円、２０円が、すごく大事なときになっ

てるのですよね。そういったときに、確かに国が

一番悪いのですけれども、それを押し付けている

国が一番悪いのですけれども、区の行政に。そう

なのですけれども、そこをもう少し、この時期だ

からこそ、一生懸命頑張ってる人たちに対して、

もう少し優しい行政をやってもいいのではないか

と思います。取りこぼしのない足立区になってほ

しいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○福祉部長 先ほどの答弁の趣旨と同じになってし

まうかもしれませんけれども、どういった施策で、

痛みを感じられてる方々を御支援できるかという

ところは、総合的に考えなければならないところ

だと思います。 

  今、こういった施策で具体的にこうですよとい

うことは、なかなか申し上げられないのですけれ

ども、その時々の状況を見せていただいて、必要

な支援というのは、今後も考えてまいりたいとい

うふうに思います。 

○髙橋まゆみ委員 これが、永久的に補助し続けな

きゃいけないというわけではないので、今年、今

回に限り、もう少し補助対象を厚くしていただき

たいと要望して終わります。 

○白石正輝委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から御意見をお願いいたします。 

○岡田将和委員 先ほどから、やはり分かりにくい

という声もありました。グラフなどを使って、よ

り分かりやすく丁寧に御説明いただくことで、問

合せ件数も減ってくるのかなというふうにも思い

ますので、丁寧な説明をお願いいたします。賛成

です。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １１  

 

○佐々木まさひこ委員 いわゆる前年度から保険料

がほぼ変わらないとはいっても、丁寧な説明が必

要な方はたくさんいらっしゃると思いますので、

そういったことを要望して、可決でお願いします。 

○山中ちえ子委員 やはり働いてる人たちが、より

安心に働けてというようなところで、社会から恩

恵が受けられるといった、いい部分の税改正だっ

たにもかかわらず、やはりこれわざわざ条例をつ

くって、政令に従って、こういった保険料軽減に

なるものをそうならないといったことにするよう

な条例提案ですし、区がやはりそこは役割を発揮

するべきだったのではないのかなというところで

反対です。 

○おぐら修平委員 可決です。賛成。 

○髙橋まゆみ委員 私も、ぎりぎりで頑張ってる人

たちを一番応援しなきゃいけない時期なのに、ち

ょっと冷たいなと思いますので、私は否決でお願

いします。 

○白石正輝委員長 これより採決をいたします。 

 本議案につきましては可決すべきものと決定する

ことに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

［賛成者挙手］ 

○白石正輝委員長 挙手多数でございます。さよう

決定をいたします。 

  次に、第２１号議案を単独議題といたします。 

  執行機関の説明をお願いいたします。 

○足立福祉事務所長 それでは、福祉部の議案説明

資料１２ページをお開きください。 

  第２１号議案 生活保護費返還金の債権放棄に

ついてでございます。 

  こちらの案件でございますけれども、世帯員で

ある未成年の長女がアルバイトによる就労収入を

得ていたにもかかわらず、収入申告がなかったた

め、債権が発生したものでございます。 

  放棄する債権額は１２７万５，０００円でござ

います。 

  債務者である世帯主が自己破産により本債権に

ついて免責を許可されたことに伴い、弁護士など

を委員とする足立区債権等処理判定委員会に付議

し、債権放棄が妥当との答申を得ましたので、議

案を提出するものでございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○白石正輝委員長 ありがとうございます。 

  何か質疑ございますか。 

○山中ちえ子委員 今回の債権放棄の経過について

読んだのですけれども、やはり、そういうときに

はこういう報告をしなきゃならないのだというよ

うなやはり一定のルールだとか、そういったこと

がケースワーカーさんとこの世帯とどうコミュニ

ケーション取れていたのかなというのが、とても

疑っちゃうというか、どういう関係にあったのだ

ろうと、しっかり悩みを相談できるとか、でも自

立していきたいお子さんがいて、その場合こうな

ったんだよとか、そういうやり取りがあっていい

のではないかと思うのだけれども、それがなかっ

たということは、どういうことだったのでしょう

か。 

○足立福祉事務所長 アルバイトをする場合には、

収入を申告するようにということで、世帯主であ

る親の方にはもちろん重要事項説明書について説

明をしているとは思うのですが、ただ、それが、

子どもにまで説明がしっかりなされていたのかと

いうところでは、過去の話でございますけれども、

しっかりとなされていなかった可能性もあると思

いますが、現在は、生活保護のしおりですとか、

子どもの世帯にお配りするリーフレットの中で、

アルバイト収入がある場合には申告することによ

って、大学等の進学費用に充てる場合には、収入

認定除外になりますということで、しっかり現在

は説明しているところでございます。 

○山中ちえ子委員 せっかくそうやって大変困難を

抱えてた御家族から自立していくお子さんたちが、

いろいろな努力だったり、生きがいだったりを見

付けて育っていくといったところで、先ほど、足
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立福祉事務所長がおっしゃったように、そういう

収入があっても、その子が自立していくものに使

っていくということであれば免除になるとか、い

ろいろな道があるわけなので、それも知らなかっ

たのではないかなと思うし、何も、堂々とそうい

った申請をしていけばいいわけですし、だから、

やはりコミュニケーション不足なのではないのか

なというふうに思っています。なので、致し方な

いなと。でも、これを教訓として、しっかりと位

置づけていっていただきたいなというふうに思い

ます。どうでしょうか。 

○足立福祉事務所長 山中委員おっしゃるとおりだ

と思いますので、ケースワーカーは、しっかりそ

の世帯について、必要なことをしっかり説明をし

ていく、そういった信頼関係を築いて、そういっ

たことに努めていきたいと思っております。 

○白石正輝委員長 他に質疑ございますか。 

○おぐら修平委員 これ、時期については、まだ大

学生等の就労の控除がまだ認められてない時期で

はあるのですけれども、それは関係なく、いずれ

にしろ、なかなかそうなのですね、家族の収入認

定、御本人に説明しても、家族まで行き届いてい

るのかというのが、行き届かないのではないかと

いうのは、確かに現場サイドであると思います。 

  今後のこういった事例、恐らくほかでもたくさ

ん、ま、たくさんではないけれども、幾つかある

だろうと思うのですけれども、それぞれ個々に御

家族向けに直接そういう子ども向けのいろいろな

この施策のパンフレットも、親もそうですけれど

も、子どもにも直接渡して、できればソーシャル

ワーカーさんが直接そのお子さんに向けても何か

説明できるような、現場でのそういうルールづく

りというか、そういう機会を設けていくようなこ

の徹底が大事ではないかなと思うのですけれども、

そこはいかがでしょうか。 

○足立福祉事務所長 今、子どもがいる世帯につき

ましては、必ず現認をすると、子どもがいるとい

うことを確認するということを徹底しております

ので、その際に、先ほどおぐら委員がおっしゃっ

たリーフレット、様々な支援が書いてありますけ

れども、その中でも、アルバイト収入についても

触れてございますので、そのあたりもしっかり周

知をしてまいりたいと思います。 

○おぐら修平委員 大体こういったいろいろなこの

保護の制度仕組みについては、保護開始の時点で

この生活保護のしおりを渡して、また訪問調査の

中で、担当ソーシャルワーカーさんが受給者の方

に対していろいろ説明するのですけれども、でも、

大体皆さん、そのとき、頭の中いっぱいいっぱい

で、生活保護の制度ってすごい複雑なので、いろ

いろな理解しなきゃいけない量も多いので、当事

者の方々とすると、もう頭の中がいっぱいいっぱ

いで、なかなか頭の中に入らないというのを現場

で目の当たりにしてまして、そこをやっぱりタイ

ミングを見て、ちょっと折に触れて、改めておさ

らいというか、ソーシャルワーカーさんの手間掛

かりますけれども、訪問調査とか何かの機会に応

じて、そのスケジュール感的なものを、おさらい

説明の場面というのを、それは業務量増えますけ

れども、やっぱり直接そういうコミュニケーショ

ンの中で、改めてこの説明をする機会、受給者の

方にもいろいろな制度を、またこのいろいろなこ

の使える福祉制度、働いてるときの、今回でいう

と、正にここの大学とか専門学校進学の際には控

除されますよということでの説明の場面というの

を受給開始時だけではなくて、定期的にやってい

くような仕組みづくり、ほかの福祉制度も含めて、

こういったことでの今後の改善策というのが大事

ではないかと思うのですけれども、いかがでしょ

うか。 

○足立福祉事務所長 おぐら委員おっしゃるとおり

だと思います。 

  リーフレットについても、その年齢、学年に応

じた支援が何かということがしっかり書いてござ
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いますので、あとはそのタイミングを見て、その

支援のタイミングに沿った説明を丁寧にするよう

に努めてまいります。 

○おぐら修平委員 世帯、その家庭によって使える

制度とかこういうことが必要だということは、御

本人その御家族が全部理解してやるのというのは、

もうほぼ不可能に近い状況なので、そこは、ソー

シャルワーカーさんの方でその家庭の状況をつぶ

さに見ながら、一緒に読み合わせするとか、サポ

ートできるような、もちろん業務量が増えたこと

は大変ではあるのですけれども、そういった支援

体制というのを是非是非現場サイドで徹底してい

ただければということで、これは要望でよろしく

お願いいたします。 

○髙橋まゆみ委員 ありがとうございます。 

  この生活保護についてなのですけれども、この

子は、多分、悪気がなくて、アルバイトみたいな

形をやってたと思うのです。やっぱり子どもたち

同士の付き合いというのもありますし、そんな中

で、自分が稼ぐほど減らされてしまったり、この

ような後で返せというような話になってしまうと

いうのが、すごく悲しいなというのと、自分の経

験として、１０代に、うち、お父さんの会社が倒

産して、生活保護を受けたことがあるのです。そ

のときに、やっぱり自分はどうにかして立て直そ

うとするのですけれども、それが全部、稼げば稼

ぐほど減らされていく、どっぷりつかってしまう

ような制度になっちゃってるのです、これ。これ

からの場合、この足立区もすごく生活保護の方が

多いというふうに聞いてますので、この生活保護

の方たちが生活保護から抜け出すような政策とい

うのを考えていかなきゃいけないと思うのです。 

  例えばなのですけれども、やっぱりある程度の

貯金だったり、収入を認めていかないと、辞めま

した、働きました、でもちょっと病気だったり何

かでつまずいたとき、また生活保護に戻ってしま

うという、本当にぐるぐると戻ってしまう、悪い

循環ができてるような気がするのです。そのあた

りの行政の改革みたいなのをしていただきたいと

思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○足立福祉事務所長 今、髙橋委員のおっしゃった

ところですけれども、国の生活保護制度にのっと

って、適正に実施をしているところでございます

けれども、就労について、できる方はしっかり進

めていく、フォローしていくということで、生活

保護を抜け出して、自立していくというようなと

ころにつきましては、できることは、自立の援助

ということで、しっかりとしていきたいとは考え

ております。 

○髙橋まゆみ委員 更生プログラムみたいな形で、

確かに国が決めてるのですけれども、足立区独自

でやっていかないと、どんどん増えていく一方な

のですよ、実際に。収入が低い、私の方にもちょ

っと相談が来てたのですけれども、ぎりぎりの人、

たった３００円で受けられない、生活保護が受け

られない。では、仕事を辞めようかなと言うので

すよ。そうではないではないですか。だから、そ

ういったところをもう少し行政として考えていか

なければ、本当に財政の圧迫にしかなりませんの

で、是非よろしくお願いします。 

○足立福祉事務所長 ただいま御回答しました就労

支援につきましては、ただ就労するだけではなく

て、日常生活の支援、社会生活の支援、そういっ

たところから、準備の段階の支援も、今、行って

おりますので、そういったところをしっかりと丁

寧にフォローしていきたいと考えております。 

○白石正輝委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派の御意見をお願いいたします。 

○岡田将和委員 賛成です。 

○佐々木まさひこ委員 やむを得ないと考えます。

賛成です。 

○山中ちえ子委員 賛成です。 
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○おぐら修平委員 賛成なのですけれども、ちょっ

と先ほどの質疑で、１点というか２点というか、

ちょっと漏れたので、意見表明というか。 

  まず、今回の件についても、今までも何回も議

会の中で提案しましたけれども、自動的に収入が

行政の方で把握できる仕組み、今回も調査はやっ

てるのですけれども、でもやっぱり時期が空いち

ゃうから、その間にいろいろ収入があって申告し

てなかった、申告漏れだということになってしま

うので、そこは毎月つぶさに分かるような仕組み

づくりというのは併せてやっていけば、こういう

問題というのは一切なくなるので、そういった★

★関西の方の自治体でも今モデル実施やってます

けれども、その仕組みがあれば、全然こういうこ

とは起きないので、そういった収入が分かる仕組

みを是非是非この導入を検討していただければと

いうのと、あと先ほど髙橋委員もおっしゃいまし

たけれども、国の制度全体のことになってくるの

で、足立区自治体ではどうすることもできないの

ですけれども、そもそもこの生活保護、この預貯

金資産がもう全部もう本当にすってんてんになっ

て、やっと受けられる制度で、自立するにしても、

働いているこの収入が、結局、一部控除はありま

すけれども、でも基本全部引かれてしまうので、

受けにくく自立しにくい制度設計になってるので、

私は、実はこの超党派の自治体議員で、厚労省に

何回か要望をやってまして、日弁連が、生活保護

法を生活保障法にと、★★制度でそれぞれ家賃だ

ったり生活費だったり、医療費だったりをある程

度資産、預貯金も認めて、韓国は国がどこまで個

人の資産管理するかという問題もあるのですけれ

ども、デジタルでもう全部管理してるので、プッ

シュ型でピッともう行政の方がこの人収入なくな

っちゃったら送るような仕組みになってるのです。

実際、私もそういった仕組みも、韓国に行って聞

いたりとか、日弁連が提唱する正に国民生活基礎

保障法のモデルを日本でも同じようにやっていけ

ば、受けやすく自立しやすい制度になるのではな

いかということを言ってまして、そういったこと

も、これは国の制度になりますけれども、是非調

査研究を進めていただきながら、いろいろな自治

体と現場レベルで意見交換しながら、国の方にも、

そういったこの制度の改善というのを是非是非声

を上げていただければと、私は私の立場で、国会

議員の方々とか、厚労省とか要望したりとかそん

なことを実はやってまして、一つの人生のテーマ

に取り組んでいるところでございます。これはち

ょっとまた意見ということで。 

  この件については賛成で、今後の改善策を是非

是非進めていただければということでございます。 

  以上です。 

○髙橋まゆみ委員 賛成です。 

○白石正輝委員長 これより採決をいたします。 

  本議案については、可決すべきものと決定する

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 異議ないと認め、さよう決定い

たします。 

  以下、審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○白石正輝委員長 次に、請願・陳情の審査に移り

ます。 

  初めに、５受理番号８を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化はありますか。 

○高齢者施策推進室長 特に変化はございません。 

○白石正輝委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありますか。 

○山中ちえ子委員 定着支援については、いろいろ

な種類の、区は、頑張っているところなのですけ



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １５  

 

れども、今回、定着支援ということで、新入職者

の３４歳未満の方への家賃補助を３９歳まで幅を

広げて、対象者を広げてくださった、こういった

改正をしてくださって本当によかったなというふ

うに思ってるのですけれども、更に、東京都の支

援である５年目までが２万円の補助、そして、６

年目からは１万円に下がっちゃうという問題もあ

る、それについて、区が６年目からのベテラン層

の支援をそこは肩代わりして、東京都がそこまで

は２万円にしてくれたので、６年目からは１万円

上乗せするなどの支援を区が独自でやるべきなの

ではないかということを指摘して、求めてきたわ

けなのですけれども、区は６月の緊急介護報酬改

定に合わせて、１２月から５月までの部分も対象

にして翻って負担軽減できるものがあるから、そ

れをやっていくんだということで答弁してると思

うのですけれども、その辺を丁寧に教えてくださ

い。 

○医療介護連携課長 ただいま山中委員の御発言い

ただいた臨時報酬改定は、介護保険制度全体の報

酬改定でございまして、補助金の方は、厚生労働

省、国がやるものを東京都が行う補助金でござい

ます。月額１万円程度、最大１．９万円というこ

とで処遇改善を目的にしたものでございます。 

  区として、何か独自にそういった処遇改善をや

るという予定はございません。 

○山中ちえ子委員 介護報酬改定の緊急なものが６

月に臨時にあるということをもって、答弁では、

そういった区の６年目からは区が担って支援を受

け継いでいくということを拒んでいらっしゃった

のですよ、答弁で。だから、その臨時報酬改定で

どういった前向きな動きが、見込みがあるという

ことなのですか。 

○医療介護連携課長 まず、臨時報酬改定、やはり

おっしゃったように、職員の定着支援を目的に行

われるものでございます。まずはここを受けて、

職員がどれだけ流出しないかというのを見ながら、

定着、金銭以外の支援もありますので、何ができ

るかというのは、これから介護事業者の方とも話

し合って考えていきたいと思っております。 

○山中ちえ子委員 何ができるか考えていくという

ことでは、これまでもアンケートを取ったり、事

業者に聞いたりしていると思うのですけれども、

それで、やはり、どういうふうにしていこうかと

いった想定はもう立っていいのではないのかなと

思うのですけれども、今、大変な状況になってい

る事業者の状況というのは把握してると思うので

すけれども、その辺はどうですか。 

○医療介護連携課長 おっしゃったように、事業者

が大変苦しいという状況は理解してございます。

昨年、家賃支援事業の使い勝手を聞いたとともに、

なぜ離職をするのだというところを介護事業者に

聞いたところ、やっぱり金銭面だけではなくて、

人間関係ですとか、そういったところも出てまい

りました。ただ、そこがどこかという特定ができ

ませんでしたので、まずは、介護事業者と、実際

給料が上がるという、臨時報酬改定により上がる

ということになりますので、そこの職員の状況な

んかを見ながら、何が必要なのかというのを金銭

以外も考えていきたいと思っております。 

○山中ちえ子委員 介護部門が、やはり平均的な社

員と、各産業の平均の賃金にまで上がらなくちゃ

いけないところが押しとどめられちゃっているわ

けですよね。そういう中で、やはり１患者さん、

利用者さんの困難を支えて、感染症のリスクがあ

るときには、感謝の気持ちをというふうに言って

いたけれども、今は訪問介護の報酬を低く抑えた

りとかということで、大変苦しい状況にあるわけ

です。やはりそういったときに、そういった感染

症のリスクにさらされたときだけではなくて、も

っとやっぱり日常からちゃんとあてがっていくと

いった姿勢に立つべきなのではないのかなと思う

のです。 

  先ほど人間関係とおっしゃいましたけれども、



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １６  

 

やっぱり、この仕事は、いろいろな介護だけでは

なくて、看護師さんだったり、医師だったりと、

チームで、利用者さんに当たっていく仕事ですよ

ね、チームで。やはりそこで、自分の役割が発揮

されている、それを各サービス担当者がちゃんと

把握していて相談してくれる。それを、相談に応

じてこういうふうにやっていこうよといって、利

用者さんへの最善の介護に当たっていくというよ

うなものですよね。だから、人間関係というより、

いろいろな人と付き合うことが多い職種なのです

よ。ケースワーカーさんとも相談するだろうし、

施設入所が必要だとなった場合は、区の職員だっ

たり、それから、入所先の方とコミュニケーショ

ンを取るだろうし、だから、やはり御家族との大

変さもあるでしょうし、だからそこにやっぱりリ

スペクトして、手厚く報酬は関係ないというよう

な言い方されましたけれども、人間関係なのだと。

でも人間関係をしっかりつくって、チームでより

よい介護を提供していくためには、こういった最

低レベルの介護報酬を産業平均の賃金に上げてい

くということが今ある中でですから、これは、東

京都がやっている２万円の補助をベテラン層にも

ちゃんとあてがっていくといった姿勢を取るべき

だと思うのですけれども、どうですか。 

○医療介護連携課長 失礼いたしました。先ほど金

銭面が関係ないというのは、私、ちょっと分かり

にくい表現をしてしまったと思いますけれども、

アンケートの中で、やはり金銭面というものも、

もちろん項目として出てまいりました。ベテラン

層については、来年度、予算をお認めいただけま

した場合には、永年勤続の表彰を２０年、２５年

に拡大するという動きもございまして、まずは、

国でもたくさん議論されているところで、そこの

動向を注視をしながら、考えていきたいと思って

おります。 

○山中ちえ子委員 永年勤続表彰といったって、永

年まで行かないで、いや、その前で辞めちゃう方

が多いというのが問題なわけですから、永年表彰

をやるからいいという問題でもないのです。だか

ら、ちゃんと真剣に考えてほしいと。本当に臨時

緊急介護報酬改定があるのであれば、それとの整

合性はどう取っていくのかとか、ちゃんと調べて

報告してください。 

○医療介護連携課長 おっしゃるとおり、やはり臨

時報酬改定を受けて、職員がどうなったのかとい

うのは追っていかなければならないと思います。

そういったところを併せて議会の皆様に御報告し

てまいりたいと考えております。 

○白石正輝委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 質疑なしと認めます。 

  次に各会派の御意見をお願いいたします。 

○岡田将和委員 区民の切実な声として受け止めて

おります。２項と３項に関しましては、介護事業

者向けの事業もケアプランデータの作成ですとか、

家賃補助、様々な新規事業、拡充事業があるとい

うふうに認識しております。１項につきましては、

財源の確保であったり、持続可能性を考慮して、

慎重に検討しなければならないと考えております

ので、継続でお願いいたします。 

○佐々木まさひこ委員 継続を主張いたします。 

○山中ちえ子委員 採択です。 

○おぐら修平委員 継続でお願いします。 

○髙橋まゆみ委員 採択でお願いします。 

○白石正輝委員長 これより採決をいたします。 

  本陳情については、継続審査の申出をすること

に賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○白石正輝委員長 挙手多数でございます。さよう

決定をいたしました。 

  次に、５受理番号９を単独議題といたします。 

  前回は継続審査でございます。 

  執行機関、何か変化ございますか。 

○保健予防課長 特に変化はございません。 
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○白石正輝委員長 何か質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派の御意見をお願いいたします。 

○岡田将和委員 継続でお願いします。 

○佐々木まさひこ委員 継続でお願いします。 

○山中ちえ子委員 様々なやはり見逃さない、その

前兆を見逃さないとか、この検査によって多くの

子どもたちが、あとお母さんたちが安心になると

いう要素もありますので、採択です。 

○おぐら修平委員 継続でお願いします。 

○髙橋まゆみ委員 継続でお願いします。 

○白石正輝委員長 それでは、本請願について採決

をいたします。 

  本請願は、引き続き継続審査の申出をすること

に賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○白石正輝委員長 挙手多数でございます。さよう

決定いたしました。 

  次に、５受理番号４９を単独議題といたします。 

  報告事項の（２）が本陳情と関連しております

ので、併せて説明をお願いいたします。 

○福祉部長 それでは、厚生委員会報告資料、福祉

部の７ページをお開き願います。 

  件名は記載のとおりでございます。 

  現在、親子支援課では、養育費の確保支援事業

として公正証書の作成等の費用の助成を行ってい

るところではございますが、令和８年度から、裁

判外紛争解決手続、いわゆるＡＤＲを利用した場

合の費用助成も新たに開始したいというふうに思

っているところでございます。 

  ＡＤＲに関する説明については、項番の１から

３を御覧いただければと思います。 

  ５番が、この制度の私どもで考えている内容で

ございます。現行の上に、新規としてＡＤＲの利

用助成ということで、２万円、３万円というとこ

ろを示させていただきました。 

  ８ページをお開き願います。 

  ８ページの項番６でございますが、米印のとこ

ろに、現行のこの制度、特別区のほかの自治体で

は、１６区が既に実施しているところでございま

す。そういったところも参考に制度設計をさせて

いただきました。ただ、ほかの区では、残念なが

ら、あまり利用件数がないというのが実情のよう

でございます。 

○白石正輝委員長 ありがとうございます。 

  何か質疑ございますか。 

○佐々木まさひこ委員 共同親権導入を含む民法改

正、この４月から施行になりますので、医療福祉

等の取決め、これを円滑に行うためには、様々な

手段があっていいというふうに思います。ただ、

これ、ＡＤＲ、この特別区の状況では、支給実績

は、年ゼロから１件、足立区も行っておりますが、

足立区においては、どのぐらい利用されておりま

すでしょうか。 

○親子支援課長 まず、足立区では、補助としては

この次の４月からというふうに考えておりますが、

今、独り親の相談窓口、離婚を考えている方の相

談もお受けしております。そのときには、必ずＡ

ＤＲという手段もあるということは情報提供させ

ていただいておるのですが、この制度を使うとき

には、必ず相手方も話合いに乗るという、了解が

なければいけないと、ある程度の話合いができる

関係でなければ、この制度を利用できないという

ことから、なかなかその手段を使いたいという方

が、足立区でも実際はいらっしゃらないというこ

とでございます。 

○佐々木まさひこ委員 相手が同意されない場合は、

家庭裁判所に行って協議離婚という形に進んでい

くということになりますね。調停による離婚とい

うことですよね。協議離婚の場合は、話合いがで

きるというその土壌があるので、養育費のところ

でトラブれば、このＡＤＲ、裁判外紛争解決手続、

相手が、養育費ということに関しては、なかなか
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認めないとかという場合に、相手が同意すれば使

えるということなのですかね。 

○親子支援課長 このＡＤＲという手段は、あらゆ

る紛争ごとに使えるというのがまず前提でありま

す。 

  今回、我々がこの補助をしたいのは、養育費確

保のための取決めをする方対象にというふうにし

ております。もう一度佐々木委員の御質問の根本

的なところに戻りますが、どちらにしても、ＡＤ

Ｒを使うには、両方がこの話合いに応じますよと

いう、いわば契約を交わして始めなければいけな

いので、相手方がこれは嫌だと言われてしまうと、

なかなか片方の親が使いたいといってもできない

ので、裁判に行くか、若しくはまた違う手段を活

用するしかないというような現状であります。 

○佐々木まさひこ委員 現行で、公正証書を作成す

る場合に、５万円の補助が出てます。基本的に協

議離婚する場合でも、養育費を口約束で定めてい

ても、その後振り込まれなくなるケースが多いと

いうことは周知の事実でありますので、公正証書

を作っておけば、相手の資産に対する、取るとい

う方法も出てきますので、そういったところでは、

現実的なのは、公正証書の作成あたりが一番現実

的なのかなというふうには思いますが、ただ、い

ろいろな手段が増えてくることはいいと思います

ので、是非周知に努めていただきたい、御相談の

ときには、こういった方法があると先ほどおっし

ゃいましたけれども、丁寧に周知、相談乗ってい

ただきたいと思いますが、いかがですか。 

○親子支援課長 こちらの窓口では、まずＡＤＲと

いうのを紹介したとき、ほとんどの方が初めて聞

きましたという方が多いということですので、個

別の相談では、継続して行います。 

  更に、今、離婚を考えてる方の離婚届は、戸籍

住民課の方で提出するのですけれども、戸籍住民

課の窓口で対象の方には、養育費を確保するため

にという当課でリーフレットを作っていて、それ

をお渡ししてるのですけれども、今後は、今、改

正の作業中ですけれども、そこにはＡＤＲの手法

があるというのを付け加えた新たなチラシを作っ

てお渡ししたい、またあと、区のホームページの

方でも、ＡＤＲと打ってもなかなかまだヒットし

てないので、直接的に御説明につながるようなホ

ームページの改修というのを今、進めているとこ

ろです。 

○山中ちえ子委員 前回質問して、答弁されている

中身でちょっと確認したいので、今回質問いたし

ます。 

  過去のＤＶによる被害だったり、裁判所でなか

なか認めてくれないというようなことがあったり

することで、今回の共同親権ということでは不安

を感じている方も多くて、そういった方々の相談

だったり、この陳情で求めている親子の面会交流

を安心に実現できるようにといったところになっ

ているのだと思うのです。そういう中で、この陳

情では、そういった方々を各自治体レベルで丁寧

に受皿になってほしいというような内容だと思う

のです。 

  そういう中で、区は一貫して、独り親の窓口で

聞いてるからいいのだということなのですけれど

も、各課連携、横連携してるということも言って

るのですが、では聞きますけれども、例えば、先

ほど言った戸籍住民課に来て、手続をしようとし

た方が、大変だと、こういった場合どうしたらい

いんだということで、別居、離婚後の親子に関す

る相談が来たとしたら、どういうふうに対応して

いくのですか。 

○戸籍住民課長 そういった御相談いただきました

ら、なかなか専門的な相談には応じられませんの

で、例えば、法務省の相談パンフレットとか、あ

とは、区の法律相談、そういったようなところ、

また、御自身で、弁護士相談などもお勧めします

というような御回答をさせていただいております。 

○山中ちえ子委員 それはいいのだけれど、もう差
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し迫った、やはり、夫婦の不和による大変さを抱

えていた場合はどうするのですか。 

○戸籍住民課長 なかなか家庭のことまでの相談を

直接、対面では難しいと考えておりますので、や

はり先ほどの御案内のほか、例えば、生活保護で

したら福祉事務所とか、そういった関係機関、そ

ういったところも、ほかにも、庁内に相談機関が

ございますので、状況に合わせて、御紹介してい

くようになります。 

○山中ちえ子委員 そうしたら、その紹介したとこ

ろに、先ほどどことおっしゃいましたっけ。 

○戸籍住民課長 法律相談もございますし、例えば、

生活保護関係でしたら、福祉事務所とか、あとは

その他相談窓口、庁内にございますので、そうい

ったところを御紹介してまいります。 

○山中ちえ子委員 そうしたら、生活保護の方で、

例えばですよ、生活保護の方で対応しようとなっ

た場合、そこでも対応できないということになる

と思うのですよ。法務省のホームページで、何と

か弁護士にも相談していけばいいというふうにな

っちゃうと思うのですけれども、そういうことで

はなくて、寄り添い型の支援というのですか、そ

ういったことでは、受け持つところはまだないと

いうことですよね。独り親の窓口なのですか。 

○親子支援課長 これまでも申し上げてきましたけ

れども、いろいろな分野で、例えば、共同親権と

いう一つの単語でいっても、いろいろな分野で御

相談があります。学校のところでもあったり、そ

れから離婚ということであれば、独り親の窓口に

来る方もいれば、あとＤＶの被害者からそういっ

た相談につながることもありますので、どこと決

めてしまうと漏れてしまうことがあるので、決め

ないで、全ての課が関係するという意識で、ささ

いなことからも、こちらから寄り添えるようにす

るためには、区全体でこの問題を横並びで認識し

て、どこが専門というよりは、どこでも関係する

家族の問題、子どもの問題であるというふうに、

今準備していくことが、今は一番よいというふう

に判断しております。 

  ですから、今後の状況によっては、何か専門の

組織が必要ということもゼロではないと思います

が、今は、法改正が始まる４月に向けては、今こ

れがベストだというふうに考えております。 

○山中ちえ子委員 ４月からもう始まっちゃうとい

うことで、もうちょっと具体化した方がいいので

はないのかなというふうに思うのですけれども、

そういったうまく対応ができるようにと横の連携

でやっていくんだ、支援漏れがないようにすると

いうふうに言ってるのですけれども、先ほど、戸

籍住民課の課長が、相談があった場合は、そうや

って紹介するという、生活保護の窓口だったりと

いうようなことだったのだけれども、でも、次に、

ではどうしましょうという相談があったときに、

分からないということになっちゃいますよね。例

えば、私なんか看護師だったので、衛生部長も御

存じだと思うけれども、一人一人のやはり個別計

画書というか、そういったカルテを作るのですよ。

いつ何があっても、横で連携して対応していこう

ねというような対応をするわけですけれども、そ

ういったことでやっていくというのは、やっぱり

一番、福祉まるごと相談課が今連携で頑張ってい

るところだと思うのですけれども、そういったと

ころで何かお感じになったり、４月からの法改正

の実施に伴って、こうしたらいいのではないかと

いうようなところはどうですか、お考えになられ

たことありますか。 

○福祉まるごと相談課長 福祉まるごと相談という

ことから、本当に離婚を考えていたり、ちょっと

相談したいのですというところとか含めて、庁内

の御案内を含めて受け止めてます。この２年、受

け止めてきました。明確にサービスがない、つな

がる窓口がない中を救っていくのが、福祉まるご

と相談だと思っておりますので、例えば、御自身

たちがいっときの気持ちでがっと相談に来た際も
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そうですし、御自身たちがどうしていきたい、ど

う生きていきたいというところをまずはお考えを

整理するというところが、福祉まるごと相談課も

必要だと思いますので、そういった際には、是非

この福祉まるごと相談課も活用しながら、この御

夫婦が、若しくは御主人が、奥様が、どう生きて

いきたい、子どもをどうしていきたいかというと

ころをしっかり考えていける、そういったところ

をまず受け止めていきたいと考えております。 

○山中ちえ子委員 是非そういう視点が、すごく大

切なのかなと思っていて、例えば、この間も答弁

してくださったのは、今はそんなに問合せは多く

ないんだということを親子支援課長がおっしゃっ

ていて、当然、片方の親に子を養育する能力がな

い、また、その子の利益を守る資格がないとなれ

ば、当然家庭裁判所の方で単独親権を選択しなけ

ればならないというふうになっているということ

が、もう大体の人に伝わってるんではないかとい

うふうに答弁されたのですけれども、本当にそう

なのですか。 

○親子支援課長今、山中委員おっしゃられた答弁を

したのは、そういったことが、法改正が、令和６

年の５月に行われたときには、いろいろ不安な方

が多かったのですけれども、少しずつ浸透してき

たこともあってか、予想よりも重い相談がないと

か、各、ほかの課でもないとか、あとインターネ

ットとか報道とかでも、法改正が行われたときよ

りも、少し落ち着いているのかなという意味でお

伝えしたので、多くの方に周知できているとは思

っていませんので、法改正の内容の周知について

は、引き続き、力を入れていきたいというふうに

は考えております。 

○山中ちえ子委員 だから、まだまだ危機感は持っ

てるよというような答弁でした。そのとおりで、

やっぱりそういうふうに、家庭裁判所の方で単独

親権を選択してくれるとは限らない。やはり、ど

ちらかが親権を争っていれば争ってるほど、そう

いった難しさがあって、家庭裁判所が必ず単独親

権をというふうにならないケースもあるだろうと

いうことで、心配されている。そのための受皿に

地方自治体がしっかりなってというような陳情だ

と思いますので、そういった方向で、私たちもこ

の陳情をかなえていくような立場でやっていきた

いなと思うのですけれども、是非、福祉まるごと

相談課の方で、難しい方を、やはり安心安全に、

そして、子どもの利益第一にということで、いろ

いろな解決を模索していくことができるノウハウ

が今、積み重なってくださっていると、大変だと

思うのですけれども、その大変さを、例えば、子

どもの心理的なフォローができる保健師さんだっ

ているだろうし、それから、やっぱり親の心理的

なサポートをする精神的な保健福祉士だっていま

すし、そういったところとしっかりと、本当に必

要なところにそれが届くような支援にというよう

なところで連携をしていってほしいのですけれど

も、どうでしょうか。 

○福祉まるごと相談課長 全てのケースというわけ

にはいかないのですけれども、福祉部門と衛生部

門ですとか、例えば、親子支援課も今入って、毎

月庁内で６部１６課の職員が集まって、困難なケ

ースを会議進めています。その中に、例えば、今

回のような４月始まった以降の事例で困難で、や

はりこれ、横連携しながら、６部１６課、そこに

社協も入ってますけれども、そこでやっぱり考え

ていかないといけないというところであれば、そ

の会議にしっかり上げながら、個別のケースまで

は積み上げていきたいと考えてます。その上で、

庁内でも横展開をして、こういったケースがこう

だった、それで、こういう課が関わったから、こ

ういう最後、支援につながったですとか、こうな

ったというところも共有していきたいと、事例も

積み上げていきたいと考えております。 

○白石正輝委員長 他に質疑ございますか。 

○おぐら修平委員 このＡＤＲの利用に関する開始
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で、まずそもそもというか、足立区だと、大体毎

年この離婚の件数自体というのが、令和４年度ま

でのこの東京都の調査で、年々ちょっとずつ減少

してるのですけれども、大体１，１００件。その

中で、この養育費の支払とかあるこの子どもがい

る家庭、１，１００件のうち、大体年間どれぐら

いいらっしゃいますでしょうか、対象者。 

○親子支援課長 私ども養育費の確保事業とかして

いる中で、離婚してる中でのお子さんの数という

のは、私どもは把握はできておりません。 

○おぐら修平委員 そうなのですよ。いや、私も調

べても、ちょっとそのデータがなかったので、ど

うなってるのかなと。１，１００件の離婚のうち、

養育費を払う対象のお子さんがいるか、どれぐら

いあるのか分からないのですけれども、仮に半分

だとしても、やっぱ毎年５００件って、相当な数

になるのですよね。仮に１割だとしても、やっぱ

り１００件という。その中で、こういった養育費

が、そもそも払える資力があったり、またそうい

ったことを進められる関係にあるパターン、二度

と顔も見たくない、もう逆に住所も知らせたくな

いというパターン、いろいろなケースがあるので

すけれども、そういったこの当事者にやっぱり着

実にこういった制度を使える関係がある方に関し

ては、利用してもらいたいということで、離婚相

談の窓口の中で、こういうパンフレットで制度を

丁寧に説明しながらつないでいくということしか

ないのかな。あと離婚届、もし仮にその相談の前

にいきなり出てきたときに、こういったことも含

めて、窓口で丁寧に説明していく、場合によって

は、兵庫県明石市なんか、弁護士が常駐して、そ

の場でもうすぐにイコール法律相談的なことで対

応してくれるようなサポート体制がありますけれ

ども、窓口の中で、こういったことを周知、個別

相談対応していくことしかないのかなと思ったの

ですけれども、どうでしょうか。 

○親子支援課長 親子支援課の独り親の相談窓口と

いうのは、もちろん児童扶養手当の受給者等がい

るところから、独り親の支援というところで始ま

っておりまして、離婚を考えている方もいいです

よというようなスタンスでしたけれども、この法

改正を機に、離婚を考えている方も、独り親の相

談と同じように、少し、離婚を考えているかもし

れないけれども、こちらへどうぞというのを積極

的に周知していくような感じで、少しちょっとシ

フトしていこうというふうには考えております。 

○おぐら修平委員 ちょっと話が発展してしまうこ

とになるのですけれども、実際に離婚となった場

合というか、いろいろなこの現実的な課題があっ

て、結構ほかの自治体で、そういう女性支援団体

の方とかが、そういう専門家の方とかが講師で、

自治体で離婚セミナーというのをやったら、もち

ろんその中、どうしてもやっぱり一部離婚を促進

するのかみたいな反対の声が上がったとかがあっ

たようなのですが、ただ実際にやると、物すごい

好評で、たくさんの方が実際の現実的なこの課題

を知ることになって、勉強になったと。セミナー

を受ける中で、逆に踏みとどまった方もいらっし

ゃったり、それはもうケース・バイ・ケース、個々

の関係性がありますからあれなので、そういった

例えば離婚セミナー的なものでこういったことも

一緒に併せて説明をするとか、制度を知ってもら

うとかというのも、一つの手ではないかと思った

のですけれども、いかがでしょうか。 

○親子支援課長 親子支援課では、離婚セミナーと

いうようなことはしてはおりませんけれども、タ

イトルとしては、養育費・親子交流等法律セミナ

ーということで、今年度もやらせていただいて、

１０名の方、参加していただきました。 

  先ほどちょっと離婚を考えてる方もというふう

には答弁いたしましたが、基本的には、やはり今

後独り親になるためにはというくくりの中で、離

婚全てはなかなか当課では難しいのですけれども、

独り親になる予定の方も含めて、こういったセミ
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ナーも継続して行っていきたいというふうに考え

ます。 

○おぐら修平委員 今は、やっぱり時代の変化で、

必ず離婚考えられている方って、スマホでいろい

ろ調べられると思うのですよね。そのときに、離

婚とか何かこう検索したときに、こういったこの

制度だったり、いろいろなセミナーの案内だった

り、あとやっぱり時代の流れで、もうスマホで縦

の尺でのショート動画ですね、３０秒とか１分と

か、そういった形でいろいろ何か検索すると、い

ろいろなこの制度、仕組みについて、分かりやす

く解説したものとか、そういうセミナーだったり

とか制度について、こういった新たなこの取組、

施策を知ってもらえるような形での周知啓発とい

うのを是非進めていただきたいなと、スマホで検

索したら、必ずこう引っかかってくると。見れば、

なるほどね、こういうことがあるんだってことが

分かるような何かそういう取組を是非やっていた

だきたいと思うのですけれども、いかがでしょう

か。 

○親子支援課長 おぐら委員おっしゃるような周知

というのは、非常に効果的だなというふうに思っ

ています。現在行っているところも、区で独自に

というと、なかなか費用対効果、それから時間も

掛かるというようなところもあります。今、民法

改正の周知についても、やはり国の広報物に、区

のホームページからなるべく直接つながるように

というような努力をしておりますので、そういっ

たことを国や都、場合によっては、民間の事業所

等の情報を活用しながら、おぐら委員おっしゃる

とおりのイメージの周知の仕方に近付けるように

努力はしていきたいというふうに考えます。 

○白石正輝委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の御意見をお願いいたします。 

○岡田将和委員 陳情の趣旨には理解をするものの、

４月からＡＤＲの補助事業が始まってくるという

ことで、しっかり注視していきたいと思っており

ますので、継続でお願いします。 

○佐々木まさひこ委員 継続でお願いします。 

○山中ちえ子委員 是非、採択でしっかりと支える

支援策を充実させていけたらと思います。採択で

す。 

○おぐら修平委員 継続でお願いします。 

○髙橋まゆみ委員 採択でお願いします。 

○白石正輝委員長 これより本陳情につきまして採

決をいたします。 

  本陳情は、引き続き継続審査の申出をすること

に賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○白石正輝委員長 挙手多数でございます。さよう

決定いたしました。 

  次に、５受理番号５３を単独議題といたします。 

  前回は継続審査です。 

  執行機関、何か変化ありますか。 

○感染症対策課長 特に変化はございません。 

○白石正輝委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派の御意見をお願いいたします。 

○岡田将和委員 区議会に寄せられた区民の多くの

声を真摯に受け止めなければならないと考えてお

りますが、国の動向も見ながら注視していきたい

と思います。 

  継続でお願いします。 

○佐々木まさひこ委員 継続でお願いします。 

○山中ちえ子委員 継続でお願いします。 

○おぐら修平委員 採択でお願いします。 

○髙橋まゆみ委員 継続でお願いします。 

○白石正輝委員長 それでは、本陳情につきまして

採決をいたします。 

  本陳情は、継続審査をすることに賛成の方の挙
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手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○白石正輝委員長 挙手多数でございますので、本

件、さよう決定をいたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○白石正輝委員長 次に、所管事務の調査を議題と

いたします。 

  糖尿病対策に関する調査についてを単独議題と

いたします。 

  何か質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○白石正輝委員長 次に、報告事項を議題といたし

ます。 

  報告事項（１）を福祉部長から、報告事項（３）、

（４）、（５）、（６）を高齢者施策推進室長か

ら、（９）、（１０）、（１１）を足立福祉事務

所長から、（１２）を社会福祉協議会事務局から、

（１３）、（１４）、（１５）を衛生部長から御

報告願います。 

○福祉部長 それでは、厚生委員会報告資料、福祉

部の２ページをお開き願います。 

  件名はひとり親家庭交流事業「サロン豆の木」

業務委託簡易公募型プロポーザルによる事業者の

特定結果についてでございます。 

  サロン豆の木は、項番２に記載のとおり、イベ

ント型、相談支援型の２種類ございます。今回特

定した相手方、項番３でございますが、複数事業

者からそれぞれ申込みいただきましたけれども、

結果として、現在担っていただいている事業者に

決定したというところでございます。 

  ３ページの項番４でございますが、業務期間に

ついては、令和８年４月１日から令和９年３月３

１日でございますが、事業評価が良好の場合は、

最長で令和１０年度まで延長すると、更新をする

というものでございます。 

  ５ページ以降に、提案書特定までの結果表を記

載してございますので、お目通しいただければと

思います。 

  私からは以上です。 

○高齢者施策推進室長 報告資料９ページ、引き続

き、御覧ください。 

  令和８年度介護予防事業の変更案についてにな

ります。 

  まず一つ目、みんなで元気アップ教室、こちら

自主グループを立ち上げを目的に行っていた講座

ですが、ウォーキングに特化しておりましたので、

参加者の減少が課題としてございました。また、

元気アップ教室、こちら地域の中核となる担い手

を養成する講座でしたが、心理的負担ということ

で、なかなか講座に参加する方が少ないという課

題がございました。 

  令和８年度、この二つを統合いたしまして、趣

味的な体験を提供し、グループ創出を促していく

講座としていきたいと考えております。 

  続いて、１０ページです。 

  はつらつ教室、こちらは室内型、プール型とあ

りまして、フレイル予防の知識等を学ぶ講座でご

ざいましたが、リピーターの方がかなり半数を超

えているというような現状がございました。今後

は、室内型に一本化いたしまして、プール型につ

いては、これまでの既存事業がございますので、

そちらの拡充をして、そちらに御案内できるよう

な形で、御案内をしていきたいというふうに考え

ております。 

  続いて、１１ページになります。 
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  高齢者配食サービス事業、令和６年１０月から

始めてまいりましたが、令和８年の１０月からは、

日中独居の高齢者の方も対象に追加したいと考え

ております。 

  この日中独居というところですが、６４歳以下

の世帯の方と一緒に住んでいる高齢者の方で、そ

の方々が就労等で高齢者の方が独りになる時間、

見守りの必要な時間が生じる高齢者を対象とした

いと考えております。 

  １０月から申請を受け付け、１１月から配食を

開始できるようにしていきたいと考えております。 

  続いて、１２ページです。 

  ゆ～ゆ～湯入浴証の要る、要らない、要否調査

を行いましたので、その結果と新規利用者の開拓

の御報告になります。 

  ゆ～ゆ～湯入浴証、４月１日現在で、７０歳以

上の方に対して、今現在入浴料５５０円ですが、

１５０円の御負担で入浴できる入浴証、年間３６

回分を発行しておりました。 

  今回、８万４，９８９人の方にアンケートを行

いまして、１万４，２２０人の方が送付、このま

ま継続するということで御回答いただいたところ

です。 

  その要否調査とともに、どのくらい利用してい

るかということでアンケートを取りました。３１

回から３６回の方々が４割を超えていたという結

果になります。 

  また、その年代の内訳ですが、１３ページに記

載がありますように、高齢者の中でも、８０歳以

上の方々が５割前後の利用が３６回ということで、

かなり高いことが分かりました。 

  今回の用紙調査で、郵送費の削減で約５００万

円ほどを想定しております。 

 ７１歳から７５歳の方というのが、利用が低いと

いうことも分かりましたので、令和８年４月から、

７０歳到達の方に、利用者負担の１５０円が６回

無料になるお試し券を配布していくことを考えて

おります。外出のきっかけ、地域交流、それから

健康の促進ということで、その機会につなげてい

ただきたいと考えております。 

  続いて、１４ページです。 

  共食の場推進事業の実施案についてということ

で、食事を取りながら、高齢者の方が交流をする、

共食、共に食べる、共食の場というのが、区内で

今把握している団体が７団体ございます。孤立の

防止等にもつながりますので、この共食の場につ

きまして、補助を考えております。 

  補助の内容ですが、項番４に記載がありますよ

うに、会食事業の経費、食材ですとか、お弁当を

取ったそのお弁当代ですとか、また、新たに立ち

上げる場合は、備品の購入費等も補助の対象にし

たいと考えております。 

  ６５歳以上の方が１０名以上で月１回以上定期

的にこの共食の場を開催する団体を対象としたい

と考えております。 

  始めるに当たりましては、説明会等を行いまし

て、分かりやすく説明をしていきたいと考えてお

ります。 

  私からは以上です。 

○足立福祉事務所長 それでは、福祉部の報告資料

２１ページを御覧いただきたいと思います。 

  生活困窮世帯の中高生に対する居場所を兼ねた

学習支援事業委託（区北部地域）の公募型プロポ

ーザルによる事業者の特定結果についてでござい

ます。 

  項番２、業務目的内容については記載のとおり

です。 

  項番３、特定した相手方につきましては、認定

特定非営利活動法人カタリバ、現在の委託事業者

でございます。 

  次のページでございます。 

  項番６、業務期間につきましては、令和８年４

月１日から令和１３年３月３１日の５年間です。 

  ７番、提案価格については、項番７のとおりで
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ございます。 

  項番８、評価のポイント、評価理由などでござ

いますけれども、地域の子どもの特性や家庭環境

を適切に把握し、個々の状況に寄り添った支援が

期待ができるといったような評価がございました。 

  特定経過、項番９のとおりでございます。 

  項番１０でございます。今後のスケジュールで

すけれども、令和８年４月１日からの契約に向け

まして、仕様書の調整等を行ってまいります。 

  続きまして、２６ページでございます。 

  令和８年度大学生等の修学・就職支援事業の拡

充についてでございます。 

  こちら、令和７年度に新設した事業でございま

して、令和８年度より所得要件、申請要件を緩和

し、支援対象者の拡充及び利便性の向上を図るも

のでございます。 

  項番１、拡充内容でございますけれども、（１）

の所得要件の拡充、現行では、国の給付型奨学金

（第Ⅰ区分）、こちら、非課税世帯ですけれども、

そちらが対象となっておりまして、給付金を現に

受給していることとしておりましたが、令和８年

度よりは、国の給付型奨学金の第Ⅱ区分の区民税

の所得割が約２万５，６００円未満の世帯、また、

国の奨学金の受給の有無を問わないということに

したいと考えております。 

  （２）の支援内容の拡充ですけれども、教材費

等の購入費につきましては、現在１年次のみの申

請可ですけれども、全学年で申請をできるように

したいと考えております。 

  令和８年度の当初予算案、また周知については

記載のとおりでございます。 

  ４番の今後の方針ですけれども、アンケート調

査を現在行っております。その結果を踏まえ、ま

た、支援内容について、利用者から意見をいただ

きまして、そういったことについて意見を聞きま

して、適宜見直しを図ってまいりたいと考えてお

ります。 

  続きまして、２８ページでございます。 

  生活保護費基準引下げ処分取消等請求訴訟の最

高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付につい

てでございます。 

  こちら、昨年６月の最高裁における違法判決を

踏まえまして、国が生活保護費の追加支給を決定

しましたので、当区においても給付をするもので

ございます。 

  項番１、対象世帯、平成２５年８月以降に生活

保護費を受給している方で、基準生活費、また、

加算等が計上された世帯でございます。 

  項番２、対象期間は記載のとおりでございます。 

  次のページ、項番３、対象世帯ですけれども、

生活保護の受給中の世帯、また、廃止世帯も含ま

れますので、合計で約３万６，２００世帯という

ことでございます。 

  項番４、支給総額につきましては２７億５，０

００万円余となってございます。 

  項番５、スケジュール（予定）ですけれども、

支給の開始時期ですが、今年の１０月以降順次と

考えておりますけれども、こちら、国から、算出

ツールが提供されまして、これからシステム改修

等を進めていきますけれども、もし早められれば、

時期を早められるように努めてまいります。 

  ６番の追加給付の流れなのですが、受給中の世

帯につきましては、令和８年９月時点を基準とし

ようとしてるのですが、こちらについてもスケジ

ュールが前倒しになれば、この基準も前倒しにな

るということでございます。 

  （２）の生活保護廃止世帯につきましては、世

帯主からの申請に基づいて、追加給付の手続を以

下のとおり行うものでございます。 

  ３０ページでございます。 

  専用コールセンター・申請相談支援窓口の設置

については、記載のとおり行ってまいりたいと思

います。 

  ９番、今後の方針ですけれども、速やかに対象
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世帯に追加支給できるよう、事務処理を進めてま

いりたいと思います。 

  以上でございます。 

○社会福祉協議会事務局長 社会福祉協議会の事業

概要、収支予算説明書をお開きいただきたいと存

じます。サイドブックスには、社会福祉協議会の

資料、二つ入ってるかと存じますが、そのうちの

０４番の方、事業概要、収支予算説明書をお開き

いただきたいと思います。 

  まず１ページ目でございますが、こちらは、社

会福祉協議会の組織機構ですとか、経営方針等を

記載してございますので、後ほどお目通しをいた

だければと存じます。 

  ２ページから、社会福祉協議会の主な取組につ

きまして、四つの柱で御説明をいたします。 

  まず、柱の一つ目、項番１の地域共生社会づく

りでございますが、こちら、具体的な取組といた

しましては、今年度新たに区から受託しておりま

す地域づくり事業、またボランティア推進、こう

したものに力を入れて進めていきたいと考えてお

ります。 

  次の柱の二つ目、こちらは項番２、単身高齢者

の支援でございます。 

  資料は、２ページから３ページにかけてになり

ますけれども、具体的には、単身高齢の方の入院、

入所時の手続の支援ですとか、あるいは、お亡く

なりになった後の諸手続の支援、また、乳酸菌飲

料の配達を通じて日々の安否確認を行う、こうし

たことに力を入れてまいりたいと考えております。 

  項番３の災害対策でございますが、こちらは、

私どもの災害ボランティア５００名目標に拡大を

目指しております。また、これらのボランティア

の方々と一緒に、災害ボランティアセンターの設

置運営を円滑に行えるよう、取り組んでまいりま

す。 

  そして、項番４でございます。 

  こちらにつきましては、昨年８月の厚生委員会

でも情報連絡いたしましたとおり、社会福祉協議

会直営のガイドヘルパー派遣事業を今年度末で終

了をいたします。それに合わせまして、来年度か

らは、区内に８０か所以上ございますガイドヘル

パー派遣事業所、こちらの意見交換ですとかニー

ズ把握あるいはネットワークづくり、勉強会、こ

うした場の音頭取り役を務めていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

  収支予算につきましては、４ページ以降を御参

照いただければと存じます。 

  説明は以上でございます。 

○衛生部長 では、衛生部の報告資料２ページを御

覧ください。 

  足立保健所窓口等運営業務委託評価委員会の評

価結果についてですが、令和６年度分の窓口業務

について評価委員会を開催いたしましたので、そ

の結果を報告いたします。 

  評価結果は、平均点９３．２点となりまして、

前年度の８８点を上回るものとなりました。 

  なお、委員の評価が低かった項目が２点ござい

まして、１点は、業務の納期達成の状況、これは

妊娠届出書の納期遅延が１件ございました。 

  ２点目は、労働関係法についてで、こちらにあ

るように、勤務時間が８時半のところ、管理監督

者ではない特定の従事者が自身の意思で８時２０

分に執務室内などで、介助を行っていたというも

のになります。 

  それらについての是正に対する報告が、次のペ

ージ、４ページにございます。 

  すぐに是正を図っていくという報告でございま

す。 

  なお、こちらの事業者は、今年度末で、来年度

からは、先日も御報告申し上げましたが、新たな

事業者がこちらの窓口業務を委託してまいります。

現在、丁寧に引き継いでいただけるよう進めてい

るところですので、区としても、その引継ぎを確

認しながら進めてまいります。 
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  続いて、６ページを御覧ください。 

  東京女子医科大学附属足立医療センター運営及

び地域連携協議会の開催結果についてでございま

す。 

  １月３０日にこの協議会を開催いたしました。 

  参加委員は、こちらに記載しておりますように、

医師会、歯科医師会、薬剤師会、地域の代表の方

などに入っていただいております。 

  議題及び主な説明内容になりますが、まず冒頭、

足立医療センターの方から、現在の経営の改善状

況などを御説明いただきました。 

  続いて、公認会計士の方から、全体の財務会計

状況に対するコメントをいただきまして、短期的

には十分な資金余力があるため、財務上の問題が

生じるとはいえないものの、今後、経営効率性、

事業成長性、財務安定性のいずれも注視すべき状

態にあると見受けられるというコメントをいただ

いております。 

  そのほか、足立医療センターの方から、現在の

病院の稼働状況などの説明があり、特に看護師の

採用は計画どおり推移しており、令和８年度は４

５０床、これが区のフルの稼働になりますけれど

も、こちらを予定しているということでした。 

  それに対して、医師会や近隣住民の方から、特

に、足立医療センターの経営改善の取組について

は確実に実施できていると感じており、期待して

いるというようなコメントがございました。 

  今後も、区民及び地域の医療関係者の意見を病

院運営に反映してもらうために、こうした協議会

を重ね、連携を図ってまいります。 

  続いて、８ページを御覧ください。 

  妊婦向けＲＳウイルスワクチン接種の実施方法

及び男性ＨＰＶ９価ワクチン接種の実施検討につ

いてでございます。 

  ＲＳウイルスワクチン、これは子どもの２歳ま

でに、多くのお子さんがかかる風邪なのですが、

こちらについて、２８週から３７週の妊婦に対し

てワクチンを接種して、予防していくものになり

ます。 

  こちらについては、４月１日から定期接種に定

められましたので、区としても、妊娠届出時にこ

ちらの予診票をお渡ししてまいります。 

  ただ、区民事務所にいらした方については、オ

ンラインなどの方法で申請していただいて、その

方にお届けする予定です。 

  そのほか、制度開始初年度ですので、この１年

間に限って、自費で接種した方については、償還

払を考えております。 

  続いて、９ページになりますが、男性のＨＰＶ

ワクチン接種における９価ワクチンの助成につい

てですが、東京都の方で、今までは４価ワクチン

に対して補助が出ておりましたが、今後９価ワク

チンもそこに追加するという予算案が示されまし

たので、区としても、９価ワクチンを全額公費負

担で打てるように、補助対象として追加すること

を考えております。 

  今後は、４月１日から実施できるように、医師

会とも協議をしながら進めてまいります。 

  以上でございます。 

○白石正輝委員長 ありがとうございました。 

  質疑に入りますが、報告事項が大変多いもので

すから、質疑並びに答弁は簡明にお願いいたしま

す。 

○岡田将和委員 衛生部の委員会報告資料６ページ、

東京女子医科大学附属足立医療センター運営及び

地域連携協議会の開催結果について伺います。 

  前提として、東京女子医大さんの方から報告あ

りました中で、様々な経営改善を行っていただい

ているということと足立医療センターで働いてい

ただいている、一生懸命働いていただいている

方々を応援したいという前提で、いろいろと聞か

せていただきたいと思っております。 

  ７ページの協議会には、足立区が財務診断を依

頼した公認会計士が同席をしていると書かれてお
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り、短期的には資金余力があるものの、現況が続

くならば、資金繰りに影響しかねない、経営効率

性、事業成長性、財務安全性のいずれも注視すべ

き状況にあるとシビアな総評がなされております。 

  私は、ちょうど１年前の令和７年予算特別委員

会で、東京女子医大の内部で様々な問題が起きて

いる中で、年１回の運営協議会で事足りるのか、

しっかり精査するモニタリング会議をつくるべき

だと強く指摘をさせていただきました。 

  今回の協議会は、今後も、年に１回協議会を実

施していくと書かれておりますが、増やす御予定

ありますか。 

○衛生管理課長 現在の決まりでは、年１回程度と

いうところで、足立医療センター側とも、合意し

ているところでございます。協議会自体を増やす

かどうかというところ、またそこはちょっと足立

医療センター側の意向も……。 

○衛生部長 原則は年に１回でありますが、今後何

か緊急に集まってお話を聞かなければいけないよ

うな状況があれば、そのときにまた招集して、こ

うした会議を開いて確認したいと考えております。 

○岡田将和委員 昨年の２月に岩本絹子元理事長が

逮捕されております。緊急の事態だと思います。 

  直近の１年間で、どれぐらい東京女子医大足立

医療センターの方々と打合せしたのか教えてくだ

さい。 

○衛生管理課長 すみません、正確に何回というの

が今あれですけれども、担当者レベルも含めます

と、大体、月にすると２回程度は、足立医療セン

ターの方に私も含めて、打合せ等を行っている状

況はございます。 

○岡田将和委員 この協議会の趣旨は分かるのです

が、別途モニタリングの会議を、先ほど月２回、

結構頻繁にコミュニケーションを取っていただい

てるのだなというふうに感じたのですけれども、

そういった月２回お会いしてるという情報は、こ

れ、厚生委員会に報告資料として出してますか。 

○衛生管理課長 先ほど答弁させていただきました

月２回というところなのですけれども、その中身

が全て財政状況とかの打合せとかではなくて、例

えば、地域の方とか、議会の皆様からいただいた

要望をお伝えしに行ったりとか、その回答をいた

だいたりとか、協議会とかその都度御報告はさせ

ていただいてるのですけれども、そういう事務レ

ベルのところでは、報告まではしておりませんが、

そういった打合せをさせていただいているところ

でございます。 

○衛生部長 すみません、補足いたします。 

  緊急な事態があったとき、特に、昨年度逮捕が

あったときですけれども、こうした事態のときは、

東京女子医大の新しい理事長などが、数名で区長

に面会に来ていただいておりまして、丁寧に御説

明もいただいております。 

  ですので、本当に重要な事態のときはそれぞれ

のトップもやり取りをしながら、私どもは、そう

した中で、本当に財政面で更にモニタリングが必

要だとなれば、そのときに改めてそういう場を検

討したいと考えます。 

○岡田将和委員 そういったトップの話合いですと

か、月２回打合せをしているということは、議会

報告にないわけですから、二元代表制の一翼を担

う我々の方にも話がないということは、区民にも

説明が行き渡らないということだと思うのです。

１年間何やってたのですかと言われかねないと思

います。 

  区は８５億円の補助金を出して、現在も約２万

７，０００平米の土地を無償で貸与し続けており

ます。実質的な補助金支出だというふうに感じて

おります。この協議会の資料については、４５０

床中どれぐらい埋まってるかという病床稼働率と

いったそういう指標が具体的に数字として載って

いませんが、そういう資料の報告はあったのです

か。 

○衛生管理課長 この１月３０日の協議会の中では、
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足立医療センターの方から稼働率、御説明がござ

いました。ただ、そちらは、数もパーセントも含

めまして、病院経営上の秘密というところで非公

開、ただ、当日の委員さんには丁寧に説明してい

ただきました。 

○岡田将和委員 東京女子医大の事業報告書を見る

と、令和６年度は６４．２％と書いてありますけ

れども、非公開というのはどういう意味ですか。 

○衛生管理課長 その６４％は公開されていると思

いますが、例えば、あまり……。 

○衛生部長 公表されているものもございますが、

今回は、令和７年度の９月までの数字もいただい

ておりまして、一言で言えば、少しずつ稼働率は

上がっておりますが、東京女子医大に確認したと

ころ、まだこちら未公表の数字になりますので、

今回はこうした資料には載せられないという御回

答でしたので、今こうした報告になります。 

○岡田将和委員 事業報告書を見ると、確かに数ポ

イントずつ病床稼働率が改善されてるなというふ

うにお見受けさせていただきました。 

  看護師数は、具体的にパーセンテージでどれぐ

らい伸びてるような感じですか。 

○衛生管理課長 看護師の数自体も、病院の方から

は、直近の数はちょっと出さないでくれというと

ころは言われているところです。ただ、看護学校

もございまして伸びているというところです。 

○衛生部長 数は表に出しませんが増えております

のとこうした病棟がフルで稼働できなかったとい

うのは、看護師の人数に見合う分しかベッドは開

けない診療報酬の規定があるのですけれども、今

回は、フルで稼働できる分の看護師が雇えるとい

う報告がございました。 

○岡田将和委員 令和８年度は、４５０床全ての稼

働を目指すと書いてありますが、看護師の数によ

って病床を稼働できるパーセンテージも変わりま

すけれども、本当に３６％分、１００％目指した

分の看護師を確保していくという認識、捉え方で

よろしいですか。 

○衛生部長 先日は具体的な数字も見せていただき

まして、確保できる見込みという報告をいただい

ております。 

○岡田将和委員 この間終わった予算特別委員会で

話した話ではなくて、１年前の予算特別委員会で

お話をさせていただいた中身が、病院を造っただ

けではいけないですし、救急救命センターの応受

率は幾つなのか、ベッドの病床数がどれぐらい機

能しているかをしっかり精査すべきと申し上げて

まいりました。当時、足立区民が求める高度医療

が本当に提供できているか、区民目線でしっかり

と動いていただきたいと考えております。 

  足立区は誘致して終わりという傍観者の立場で

はなく、足立医療センターで一生懸命働く現場の

お医者さんや看護師さんの方々が、区民のために

いい医療を提供できるよう、区民目線で、時には

厳しく、時には温かく監視していただきたいと思

うのですけれども、いかがですか。 

○副区長 岡田委員おっしゃるとおり、その部分は

厳しく見つめていかなければいけないと認識して

おります。それが、２０年間無償の使用貸借の契

約条件にもなっておりますので、そこは引き続き、

注視をして、きちんと報告をさせていただきたい

というに考えております。 

○岡田将和委員 １年前から言ってるわけですから、

しっかりと報告をいただきたいと思いますし、引

き続きお願いしたいと申し上げて、質問を終わり

ます。 

○佐々木まさひこ委員 時間も大分過ぎております

ので、私の方からは、短く３点ほどお聞きさせて

いただきます。 

  まず一つは、はつらつ教室ですけれども、この

ように事業の組立てを組み直すということでござ

いますけれども、リピーターが多く、やはりどう

しても引き籠もりがちな、運動にふだんなじんで

ない方を新たに開拓したいという意図は分かりま
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すけれども、ただ、リピーターも重要だろうなと

いうふうには思っています。健康意識が高くて、

運動に積極的に参加される層、それを放っておく

わけにはいかないわけで、令和８年度に、各種施

設、既存の室内型、プール型の類似事業を更に拡

充するよう、所管と連携して、リピーター層に取

り組んでいくということなのですけれども、これ

は、具体的にはもう４月からできるということな

のでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 関係の所管とは調整をいた

しまして、そちらで予算も、その分増やして計上

を今回させていただいておりますので、４月から

は実施ができます。 

○佐々木まさひこ委員 分かりました。では、よろ

しくお願いいたします。 

  それから、共食の場推進事業なのですけれども、

こういう場があることは私も存じておりますが、

例えば、子ども食堂で、高齢者の方も一緒に参加

しているというケースもあるのですけれども、高

齢者の方が１０人以上、その場に参加していれば、

この事業の組立てとしてちょっと難しい部分があ

りますけれども、使えるということになりますか。 

○高齢者施策推進室長 今回の補助は、主体が、高

齢者のところで、高齢者の方が１０名以上、６５

歳以上の方が１０名以上いて、そこに、例えば、

年に、イベント的に子どもたちも呼んでやりまし

ょうというものであれば、補助の対象にはしよう

と考えています。 

  今、佐々木委員おっしゃったのは、子ども食堂

のところに高齢者が行ってというところなので、

それは主体が子どもの方がメインだと思うので、

そちらの方で多分補助の★★があるかと思います。 

○佐々木まさひこ委員 分かりました。鶏が先か卵

が先かという感じですけれども。分かりました。

了解です。 

  それから、あと、衛生部のＲＳワクチン、ウイ

ルスワクチンですが、区民事務所での届出の場合、

その場で予診票をお渡しできないということで、

後で申請していただくということなのですが、こ

の申請の仕方の案内文のようなものは御用意いた

だける、ちゃんと周知していただけるのでしょう

か。 

○保健予防課長 区民事務所に提出する方、２０％

程度おりますので、案内文もちゃんとお渡しさせ

ていただきます。 

○山中ちえ子委員 初めに、衛生部の方の保健所窓

口等運営業務委託評価委員会の評価結果について

ということで、今回、パソナではない違う事業者

が業務委託に変わるということではあるのですけ

れども、この評価委員会からの意見と受託者の回

答というところで、ミス防止についてというとこ

ろがとても気になっておりまして、今後、請け負

う事業者でも、やっぱりヒューマンエラーとかあ

る可能性はやっぱりあるわけで、やはりそれに対

してどういうふうにしていくかといったところで

は、この事業者側の回答では、無理なのかなとい

うふうに私は思っていて、これまでも質問して、

是非、そういったリスクマネジメントの精神で、

ミスを防止していくというようなことをお願いし

ますということを度々言っていたのですけれども、

やはりこのミス防止について、業務慣れから生じ

るミスが見受けられたということで、常に気を引

き締めるとともに、強い意識を持って業務に当た

ってほしいということを評価委員の方が言ってい

て、事業者は、区民窓口としての意識を再確認し、

現状課題解決やモチベーションの維持、それから、

組織の活性化を図って、正確で安定した運営体制

を構築するというふうに答えているのですけれど

も、やはりこれは、リスクマネジメントの視点で

やりますという回答をいただきたかったなという

ふうに思ったのです。何かミスがあったりとか、

利用者さんや、それに伴って、大変なことになる、

なってしまう、そのきっかけをつくった方だけが

問われるのではなくて、組織的にそのときの問題
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をみんなであぶり出していって、現場の人たちで

解決点を探っていくというのが一番大切なことな

ので、是非、この間のミスの報告もかなりあった

わけなのですけれども、そういった視点でできる

ように、あまりやると、偽装請負とかというふう

になっちゃうのであれなのですけれども、しっか

りとそれが浸透できるようにしていただきたいな

と思うのですけれども、その辺ではどうでしょう

か。 

○衛生管理課長 山中委員おっしゃるとおり、ミス

防止のところ、様々な取組が必要だと考えており

ます。新しい事業者との今、引継ぎ期間中ではご

ざいますが、これまでの積み重ねであったり、マ

ニュアルに反映された部分はもちろんのこと、ま

たあまり、先ほど山中委員おっしゃったとおり、

委託業務ですので、我々からこうしてくださいと

いうところは難しいところがございますが、ただ

事業者も、意識高く持って、職員たち同士で研修

とかもやっておりますので、またその辺も我々も

注視しながら、共にミスがないように努めていき

たいと考えております。 

○山中ちえ子委員 是非お願いします。 

  そして、介護予防なのですけれども、一つだけ

お聞きしたいのが、この変更の目的になっている

のが、より一層、効率的、効果的な事業展開を推

進していくということなのですけれども、このみ

んなで元気アップと元気アップサポーター養成研

修が合体するということだと思うのですけれども、

これによって、効率化にはなるのでしょうけれど

も、どう効果が増えていくというか上向きになっ

ていくという見込みなのでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 今までのみんなで元気アッ

プ教室、先ほども御説明しましたが、ウォーキン

グに特化しておりました。コロナが明けて、皆さ

んウォーキングに対する需要がないということで、

なかなかその講座を開いても、講座に来ていただ

ける方が少なくなってきているという現状があり

ます。今回一緒にすることで、趣味的な体験、今

までやったことのないような体験してもらえる、

今回は、令和８年度はボッチャと絵手紙と折り紙

を予定しておりますが、その中で、自分の好きな

ものを見付けていただいて、見付かったお仲間同

士で、そこで自然発生的にグループをつくってい

くのかなというふうに考えておりますし、そう促

していく講座にしていきたいと思いますので、よ

り需要はあるかと考えております。 

○山中ちえ子委員 利用者数が少ないというところ

が懸念事項だということだったので、それが広が

るように、この場所に来られないという方もいら

っしゃると思うので、やはり、都市建設部との連

携によって、移動支援にしっかり福祉部なり衛生

部なりが、衛生部も、いろいろちょこ活とかやっ

ていて、これも、すこやかプラザだったり、区役

所だったり、ちょっと偏在しているので、スポー

ツカーニバルとかで、アウトリーチしてやってる

んだということをこの間もおっしゃってたんだけ

れども、やはりそこに行きたくても行けない人が

いるといったところにしっかり視点を当てていた

だきたいと。そうすれば、利用者数も増えるので

はないかと思うのです。なので、前回も移動支援

については、都市建設部との横連携していくとい

うことでお答えしてくださってるのですけれども、

その辺は具体化はどんな感じで進みましたでしょ

うか。 

○高齢者施策推進室長 その件につきましては、ま

だ具体的には進んではおりません。これから、ま

た、都市建設部の方と話はしてまいります。 

○山中ちえ子委員 是非お願いします。物すごく、

思いのほか、想像以上に、地域は、地域交通の協

議会は盛り上がっていて、地域の人たち、どんど

ん巻き込んで、そして介護予防に進んでいく、そ

ういう社会的な役割を果たしてますので、区も負

けないように連携していってほしいなと思います。 

  そして、東京女子医大の件なのですけれども、
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これは、一つ、東京女子医大って、もう１０年、

２０年ぐらい前になるのですけれども、死亡事故

を起こして、医療過誤で。医療過誤といって、医

療ミスで亡くなる方がいて、それに対しての対応

を迫られたときに、数年掛けても構築したのです。

医療ミスを起こさせない体質をつくっていくため

に努力した大学でもあるのですよ、その当時は。

でも、それがやっぱりこういうふうになってしま

って大変残念なのですけれども、そういった種と

いうか、土壌のある大学病院だと思いますので、

働いてる人たち、一生懸命やっぱりミスを起こさ

ないようにとか、ニーズに応えられる救急医療だ

とか、ＩＣＵでの対応とか、やっぱりしたいと思

っていると思うのです。なので、看護師さんが少

ない、医師が少ないということで稼働率が低いと

いうのは、とても残念なのですけれども、その辺

から、是非こういった問題があったことをきっか

けに、やはり一番患者さんを診ていく、そして、

診ていく担い手だったり、患者さんに適切な治療

をしていけるといったことをまちのみんなの大好

きな病院なのだということにしていくということ

に賭けていただきたいなと思うのです。そちらの

方にシフトしていっていただきたいなと思います

けれども、どうでしょうか。 

○衛生管理課長 山中委員おっしゃること、ごもっ

ともだと思っております。 

  足立医療センターの病院長からも、協議会の中

でありました経営改善、もちろんしっかり努めて

いくのだけれども、まず第一に、地域の皆様だっ

たり、地域の病院の方からの信頼をしっかり勝ち

得ていくことがまず第一だというところ、それは

スタッフ共々というところ、お言葉いただいてま

すので、足立区としてもそのあたりをしっかりと

注視、見守っていきたいというふうに考えており

ます。 

○髙橋まゆみ委員 私からは、衛生部の報告資料の

８ページのＲＳウイルスワクチンとあとＨＰＶの

９価ワクチンについて、お話ししたいです。 

  これなのですけれども、ちょっとどんなワクチ

ンなのかなと調べたのです。まず、ＲＳワクチン

なのですけれども、妊婦向けの定期接種としては、

日本初ではないかと思うのですが、ここはいかが

ですか。 

○保健予防課長 定期接種としては初めてのものだ

というふうに聞いております。 

○髙橋まゆみ委員 ありがとうございます。こちら、

抗体を新生児に移行させる目的として、日本では

２８週から３６週が、定期接種という形になるか

と思います。妊婦は、普通、薬もワクチンも、ど

うしても必要なとき以外は避けるべきというのが

一般常識だと思うのです。アメリカでは、早産リ

スクが、医療者向けにも、接種者向けにも文書で

明記されているのですが、日本のこのワクチンの

添付文書に、早産リスクは書かれてましたか。 

○保健予防課長 添付の文書は見ていないですけれ

ども、厚生労働省の資料によると、検証した結果、

早産の発生率は低かったと書いてありました。 

○髙橋まゆみ委員 低かったということなのですけ

れども、実際にＧＳＫ社というところが、この同

じようなＲＳＶワクチンを開発していたらしいの

です。ですが、そこの会社は早産が増えたため、

中止になっているそうなのです。認可されたこの

ファイザーワクチンも、第３の試験で有意差とい

う差がほとんどないものの、早産が２割増えてい

るということが示されていたそうなのです。実際、

諸外国では、認可状況は２４週からなど、日本と

同等だが、推奨や定期接種状況は随分違っている

そうです。アメリカでは、３２週から３６週の９

月から１月限定、期間を限定してるのです。医療

者向けの文書にも、接種者、妊婦者向けの文書に

は、やっぱり早産ということのリスクをちゃんと

明記しているらしいのです。デンマークなんかで

は、１０月から３月、やっぱり期間を限定して３

２週が来る妊婦だけに定期接種の対象としたり、
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ドイツやカナダは、妊婦向けにはもう推奨してな

いということなのです。 

  諸外国では、妊娠週の限定をしたり、季節の限

定をしたり、早産のリスクをできるだけ明記をし

て、この打つ人たちにお知らせをした上で、打つ

か打たないかは、自分たちで、コロナワクチンと

同じですよね、打つか打たないかは、自分たちの

責任で打たせるようにということになっているの

ですけれども、まず、前回のコロナワクチンで、

日本の人たちというのは、もう８割方が接種をし

ていて、実際に今回もこのコロナワクチンで、新

たな数字として、認定件数が９，４５４件になっ

てるのです。前回を見ると、令和８年１月１６日

に御報告したやつで、このときは９，４２１件な

のですよ。たったこの２か月の間に更に９，４５

４件という形で、たったこの２か月でもう増えて

いるような形になっているほど、やっぱり体に異

常が起きてる人が多い中で、妊婦さんもたしかこ

のコロナワクチン打ってますよね。免疫力が下が

ると言われている中なのですよ、このコロナワク

チンによって免疫力が下がるということは実際に

言われている中で、このワクチンを初めて妊婦に

人たちに打たせるということの、もうちょっと慎

重さというのが必要だと思うのですが、いかがで

すか。 

○保健予防課長 このワクチンにつきましては、今

までは任意で、個人の判断で接種してましたけれ

ども、定期接種となりましたので、予防接種法そ

のものは改正されております。ですから、御案内

を差し上げさせていただいて、ただし、ワクチン、

全てそうですけれども、何らかのリスクがござい

ますので、そういったものは案内の文書に記載さ

せていただこうと思っております。 

○足立保健所長 こちらのＲＳウイルスワクチンに

関しましては、中間報告によりますと、髙橋委員

おっしゃるように、早産のリスクが高まるのでは

ないかといった報告がされたワクチンでございま

す。ただし、最終報告、最終的なものに関しまし

ては、早産のリスクの増加が認められない、そう

いった報告がございまして、国の方も定期接種、

安全性が一定程度認められるということで認めた

ものというふうに認識しております。 

○髙橋まゆみ委員 国が決めたからと、前回のコロ

ナワクチンと同じなのですよ。これだけの９，０

００人以上の死者の方が出ているということもあ

りますので、慎重に行うことは、絶対悪いことで

はないので、まずはこのリスクを大きく、どこか

に、前みたいにＱＲコードとかではなく、ちゃん

とリスクを書いた上でお知らせをしてちゃんとし

てください。それがもう最低限行政の区民を守る

すべだと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○衛生部長 副反応については、できるだけ分かり

やすく表に出せるようにしてまいります。 

  また、なお、このワクチンは、全く初めてとい

うよりは、先ほど保健予防課長が答弁しましたよ

うに、今は自費で皆さん受けておられて、特に全

体として見ると、妊婦の方の半分ぐらいは、希望

して受けておられると、自費で払っておられると

いうところです。そういったことも鑑みて、今、

子育て支援は、経済的支援も必要になりますので、

定期接種になることで無料で受けられるという利

点もありまして、受けたい方が受けられるような

環境もつくっていきたいと考えております。 

○髙橋まゆみ委員 最後になります。確かに打ちた

い人はいると思うのです。なのですけれども、き

ちんとリスクを知らせることは行政の役目という

ことをお伝えしたい。 

  同じく男性に対してのＨＰＶも、推奨だけはし

ないで、推奨だけはしないで、打ちたい人を打て

ばいいのです。推奨はしなくていいのです。打ち

たい人を打たせるような形で、リスクをきちんと

出して、副反応はあるからという、その前提とい

うのはおかしいのですよ。副反応があるというの
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は、皆さんほとんどの人は分かってないのです。

本当の副反応。ちょっと熱が出るとか、そのよう

に軽く考えている人が多いので、実際に被害に遭

った方たちに私は会ってきましたけれども、いま

だに、いまだにですよ、ちゃんと歩けなかったり

するのですよ。なので、少しでも被害が広がらな

いようにしていきたいので、打ちたい方だけでお

願いいたします。よろしくお願いします。 

○白石正輝委員長 他に質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、報告事項については終結をいたしま

す。 

 

           ◇            

 

○白石正輝委員長 次に、その他に入りますが、何

かございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝委員長 ないようですので、本日の厚生

委員会は閉会いたします。 

午後零時２９分閉会 

 


